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１．令和３年度運営基準等改定の概要



１．感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止等に関する取組の義務
食中毒の予防及び感染症のまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点

から、運営基準において、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュ
レーション）の実施を義務付けます。
（※ ３年の経過措置→令和６年３月３１日まで）

基準 内容

①検討委員会

〇幅広い職種により構成すること
〇構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすること
〇専任の感染対策担当者の設置
〇おおむね３月に１回以上の定期的な開催
〇必要なに応じて随時開催すること

②指針
〇「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には平常

時の対策及び発生時の対応を規定

③研修
〇定期的な教育（年２回以上）を開催すること
〇新規採用時には必ず感染対策研修を実施すること
〇研修の実施内容については記録すること

④訓練

〇発生した場合を想定し、定期的（年２回以上）に行うこと
〇事業所内の役割分担を確認すること
〇訓練は、机上及び実地で実施するものを適切に組合せながら

実施すること



業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化【全サービス】

災害への対応については、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害
対策（計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められ
る障害福祉サービス等事業者において、訓練の実施に当たって、地域住民の参加
が得られるよう連携に努めなければならないものとします。

２．非常災害対策の強化

基準 現行 今回改正

①消火設備その他非常災害に必要な設備を
設ける

義務 義務

②非常災害に対する具体的な計画作成 義務 義務

③非常災害の発生時の関係機関への連絡
体制の整備と定期的な従業者への周知

義務 義務

④避難訓練の実施 定期的 定期的

⑤救出その他必要な訓練の実施 定期的 定期的

⑥訓練への地域住民の参加 （規定なし） 努力義務



業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化【全サービス】

感染症や災害が発生した場合にも、必要なサービスが継続的に提供できる体制
を構築する観点から、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や研
修の実施、訓練の実施等を義務付けます

（※ ３年の経過措置→令和６年３月３１日まで）

３．業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化

基準 内容

①感染症に係る
業務継続計画

〇平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施等）
〇初動対応
〇感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触 者への対応等）

②災害に係る
業務継続計画

〇平常時の対応（建物・設備の安全対策、ライフライン停止時の対策等）
〇緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
〇他施設及び地域との連携

③研修
〇定期的な教育（年１回以上）を開催すること
〇新規採用時には必ず感染対策研修を実施すること
〇研修の実施内容については記録すること

④訓練

〇発生した場合を想定し、定期的（年１回以上）に行うこと
〇事業所内の役割分担を確認すること
〇訓練は、机上及び実地で実施するものを適切に組合せながら実施

すること



業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化【全サービス】

身体拘束等の適正化のため、その対策を検討する委員会の開催、指針の整備、
従業者に対する研修の実施を義務付けます。
（令和４年４月１日から義務化）

４．身体拘束等の適正化

基準 現行 今回改正

①身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時
間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ
を得ない理由その他必要な事項の記録

義務 義務

②身体拘束等の適正化のための対策を検討す
る委員会を定期的に開催するとともに、その
結果について、従業者に周知徹底

（規定なし） 義務

③身体拘束等の適正化のための指針の整備 （規定なし） 義務

④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための
研修を定期的に実施

（規定なし） 義務

・ 減算の要件追加については令和５年４月から適用することとする。なお、虐待防止の取組で
身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいる
ものと扱う。



≪身体拘束廃止未実施減算【一部新設】≫ ５単位／日

［現 行］
次の基準を満たしていない場合に、基本報酬を減算する。
身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。

［見直し後］
次の基準のいずれかを満たしていない場合に、基本報酬を減算する。
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること（既に適用）

② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも
に、その結果について、従業者に周知徹底を図ること（令和５年４月から適用）

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること（令和５年４月から適用）

④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
（令和５年４月から適用）



５．障害者虐待防止のさらなる推進
利用者の虐待の防止をさらに推進するため、その対策を検討する委員会の開催と検

討結果の従業者への周知徹底、担当者の設置、従業者に対する研修の実施等を義
務付けます。
（令和４年４月１日から義務化）

基準 現行 今回改正

①従業者に対し、研修を定期的に実施 努力義務 義務

②虐待防止等のための責任者の設置 努力義務 義務

③虐待防止のための対策を検討する委員会と
して虐待防止委員会（※）を設置するとともに、
委員会での検討結果を従業者に周知徹底

（規定なし）
義務

※ 虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検
証や再発防止策の検討等



６．ハラスメント対策の強化

安心して働くことのできる職場環境・労働環境を整える観点から、法人内に

相談窓口を設置するなどの、適切な就業環境維持（ハラスメント対策）を求め

ることとする。

≪運営基準【新設】≫

適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な

言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。



７．重要事項の備え付け

利用者の利便性向上等の観点から、運営規程等の重要事項を、事業所での掲示だ
けでなく、閲覧可能な形（ファイル等）で備え付け、自由に閲覧させることにより、掲示
に代えることができることとします。

基準 現行 今回改正

①運営規程等の重要事項の掲示 義務 義務

②運営規程等の重要事項の備え付けと自由
な閲覧により掲示に代えることができる

（規定なし） 新設



８．障害福祉現場の業務効率化を図るためのＩＣＴの活用

・ 障害福祉現場の業務効率化を図るため、運営基準や報酬算定上必要とな

る委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない

支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることを明確化す

る。



９．人員基準における両立支援への配慮等

障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止・定着促進
を図る観点から、「常勤」要件及び「常勤換算」要件を一部緩和する見直しを行う。

≪人員基準における両立支援への配慮≫
［現 行］
【常勤】
指定障害福祉サービス事業所等（以下「事業所」という。）における勤務時間が、当該事
業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき
時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していること。

※ ただし、育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用している職員については、利用者
の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべ
き時間数を30時間として取り扱うことが可能。

【常勤換算方式】
事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ
き時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）
で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方
法。



［見直し後］

① 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を
利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間
以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

② 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度
等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）と扱う
ことを認める。

③ 人員基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休
業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を
常勤換算することで、人員基準を満たすことを認める。

④ ③の場合において、常勤職員の割合を要件とする福祉専門職員配置等加算等の
加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常
勤職員の割合に含めることを認める。



10．電磁的記録の作成方法について

〇 利用者への説明、同意等及び記録の保存等について電磁的な対応を認めることとす

ることを令和３年７月１日から新設する。

【新設】

Ⅰ 指定 障害福祉サービス 事業者 等 の業務負担軽減等を図る観点から、 指定障害

福祉サービス事業者等における諸記録の作成、保存等について、原則として電磁的

記録による 対応を認めるものとする。

Ⅱ 利用者の利便性向上や障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減の観点から、

利用者等への説明 、 同意等のうち、書面で行うものについて、 原則として電磁的方

法による対応を認めるもの とする。



10磁的記録の作成方法について



10磁的記録の作成方法について



10磁的記録の作成方法について

※ その他、電磁的方法によることができるものについても、これに準じた取扱いとなる。



２． 指定基準について



２ 指定基準について （人員基準）

21

管理者 常勤でかつ原則として管理業務に従事する者

サービス管理責任者

利用者の数が30人以下 １以上

利用者の数が31人以上 １に、利用者の数が30を超えて30又はそ
の端数を増すごとに１を加えて得た数以上

世話人 常勤換算で、利用者の数を６で除した数以上

生活支援員

常勤換算で
障害支援区分３の利用者の数を9で除した数
障害支援区分４の利用者の数を6で除した数
障害支援区分５の利用者の数を4で除した数
障害支援区分６の利用者の数を2.5で除した数

※外部サービス利用型の場合、生活支援員の配置基準は適用されな。



２ 指定基準について （人員基準）

管理者について

 従業者及び業務の一元的な管理や従業者に規定を遵守させるための

指揮命令を行う

 常勤、専従（支障がない場合は兼務可）

サービス管理責任者について

 個別支援計画の作成（計画作成に関する一連の業務）

 利用申込者・利用者の状況把握及び必要な支援を行うこと

 従業者に対する技術的指導等やサービス利用調整等

 利用者の支援に支障がない場合は兼務可能

 入居定員が２０名以上の場合、できる限り専従で配置すること

 勤務時間についての常勤換算の定めはないが、業務を適切に遂行で

きるよう必要な時間を確保する必要あり



２ 指定基準について （人員基準）

◆サービス管理責任者の要件緩和事項について



２ 指定基準について （人員基準）

相談支援業務５年
直接支援業務10年

サービス管理責任者等
として配置可能

◆サービス管理責任者等の研修の変更

【新体系継続】
サビ管

補足研修

相談支援従事
者初任者研修
の講義部分

新規創設
分野統合

基礎研修

※実務要件に２年
満たない段階から
基礎研修受講可

【新規創設】

実践研修
（注）

サ
ビ
管
等
と
し
て
配
置
可
能

【新規創設】

更新研修
(注）

※５年毎に
受講必須

【実務経験要件】 【研修要件】

平成30年度までのサビ管等の研修制度（１回限りの研修・研修後の質の担保が困難）

【補足研修受講】
相談支援従事者
初任者研修の
講義部分を受講

【分野別研修受講】
サビ管研修共通講義
分野別（５分野）
演習を受講

【実務経験要件】
【研修要件】

令和元年度からのサビ管等の新たな研修体系（分野別廃止/段階的な研修体系へ）

ＯＪＴ
２年以上

実践研修
受講要件

（注）実践研修、更新研修を受講するための一定の実務経験の要件
・実践研修：①過去５年間に２年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験
・更新研修：②過去５年間に２年以上のサービス管理責任者等の実務経験又は③現にサービス管理責任者等として従事
⇒上記①、②又は③の要件を満たさない場合、実践研修、更新研修を受けられません。

【実務要件一部緩和】
相談支援業務 ５年
直接支援業務

１０年⇒８年



２つの研修とは・・

１．平成31年３月31日までに２つの研修を受講済みの場合

又は、以下の①若しくは②に該当
①平成17年度までの「障害者ケアマネジメント研修」及び
平成19年度までの「相談支援従事者研修（追加研修）」の両方を受講済み

②平成19年度までの「相談支援従事者初任者研修（補足研修）」を受講済み

１．サービス管理責任者補足研修（２日間）

２．サービス管理責任者研修

実務経験

サービス管理責任者として配置可能

※実務経験を満たしたのが、平成31年４月１日以降
だった場合を含む。

令和６年３月31日までの間に

サービス管理責任者更新研修を受講（注１）

以後、更新研修を研修した年度の翌年度を初年度として、
５年度ごとの各年度の末日までに、
更新研修を受講（児童発達支援管理責任者更新研修の受講でも可）

２ 指定基準について （人員基準）

又は「児童発達支援管理責任者研修」を受講済

注１：更新研修（２回目以降）の受講要件

・現に管理者、サービス管理責任者、相談支援専門員とし
て従事している。

・研修開始日前５年間において上記業務に２年以上従事し
ている。

※ 期日までに更新研修修了者とならなかった場合、実践研
修から改めて受講

配置可



① サービス管理責任者補足研修のみ、受講済みの場合

（＝相談支援従事者初任者研修（講義部分））

・サービス管理責任者基礎研修を受講(注2)

（児童発達支援管理責任者基礎研修の受講でも可）

２．平成31年３月31日までに２つの研修を受講済みでない場合

平成31年３月31日時点の研修受講状況により、

②サービス管理責任者研修のみ、受講済みの場合
・サービス管理責任者補足研修を受講
（＝相談支援従事者初任者研修の講義部分）

③ いずれの研修も受講していない場合
・上記①、② 両方の研修を受講

１：「基礎研修修了者」になる

人員配置基準を満たすサービス管理責任者が配置されている事業所に
おいて、アセスメント及び個別支援計画の原案作成が可能

＜基礎研修修了者について＞

２ 指定基準について （人員基準）

注２：基礎研修の受講要件

・実務経験を満たしている。
・満たしていない場合、

２年以内に必要な年数に達することができる。

令和４年３月31日以前に、
実務経験を満たす、基礎研修修了者となった場合

基礎研修修了者となった日から３年間は、
サービス管理責任者として配置可能

基礎研修修了者となった日から３年を経過するまでの間に

２：サービス管理責任者実践研修を受講(注３)
（児童発達支援管理責任者実践研修の受講でも可）

実践研修を修了した年度の翌年度を初年度として、
５年度ごとの各年度の末日までに

３：サービス管理責任者更新研修を受講(注１)
（児童発達支援管理責任者更新研修の受講でも可）

配置可

配置可

令和４年４月１日以降に、
基礎研修修了者となった又は実務経験を満たした場合

次の実践研修も受けてからでなければ、
サービス管理責任者として配置できない

基礎研修修了者となった後、通算して２年以上
相談支援業務又は直接支援業務に従事している。

注３：実践研修の受講要件



経過措置について

入
職

＜実務経験＞
相談支援業務５年以上

（有資格者の場合は３年）以上
もしくは直接支援業務８年以上

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修

講
義
部
分

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

基
礎
研
修

講
義
・演
習 基礎研修修了後３年間で

２年以上の実務
※基礎研修受講後に実務
要件を満たした場合を含む。

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

実
践
研
修

講
義
・
演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

更
新
研
修

※

実
践
研
修
修
了
後

５
年
毎
に
受
講

実務要件を満たしている場合は、基礎研修受講後３年間

は、実践研修を受講していなくても、サービス管理責任者

等とみなす。

②基礎研修受講時点で実務要件を満たしている
者について ※Ｒ１年～３年の基礎研修受講者に限る

経過措置について

①現行研修受講済みの者について サ
ー
ビ
ス
管
理

責
任
者
等
研
修

（旧
体
系
）

受
講

Ｈ31.4.1～（新体系移行）

施行後５年間（Ｒ５年度末まで）は、更
新研修受講前でも引続きサービス管
理責任者等として業務可能

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任

者
等
更
新
研
修

※

５
年
毎
に
受
講

２ 指定基準について （人員基準）



入
職

＜実務経験＞
相談支援業務３年以上

（有資格者の場合は１年）以上
もしくは直接支援業務６年以上

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修

講
義
部
分

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

基
礎
研
修

講
義
・演
習

基礎研修修了後
２年以上の実務

配置時の取扱いの緩和等について

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

実
践
研
修

講
義
・演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

更
新
研
修

※

実
践
研
修
修
了
後

５
年
毎
に
受
講

≫ 既にサービス管理責任者等が１名配置されている場合

は、２人目のサービス管理責任者等としては配置可能。

≫ 個別支援計画原案の作成が可能であることを明確化。

◆ 配置時の取扱いの緩和による届出について
既にサービス管理責任者が１名配置されている場合は、基礎研修修了者を、２人目以降のサービス管理
責任者として配置可とするとともに、個別支援計画原案の作成を可能とします。

２ 指定基準について （人員基準）

※ サービス管理責任者の経過措置終了について
平成31年４月から要件が変更されましたが、その時点から３年間設けられていた経過措置が、令和４年３月

末で終了します。これにより、現在は、実務経験の要件を満たす基礎研修修了者であればサービス管理責任者
として配置できるところ、令和４年度からは、令和４年４月以降に基礎研修を修了して実務経験の要件を満たす
基礎研修修了者となった者はサービス管理責任者として配置できず、「実践研修」まで修了しなければ、配置で
きなくなります。

また、サービス管理責任者が欠如した場合、いわゆる「一年間のみなし配置」の期間だけでは必ずしも実践研
修まで修了できるとは限らないことにもご注意ください。



２ 指定基準について （人員基準）

令和４年度以降のサービス管理責任者の配置スケジュール

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

補
足
研
修

基
礎
研
修

実
践
研
修

みなしサービス管理責任者

基礎研修修了後３年間はみなしサービス管理責任者として配置可能

正式なサービス管理責任者

２年以上の相談支援業務又は直接支援業務

年度またぎ

２年以上の相談支援業務又は直接支援業務

サービス管理責任者

２年以上の相談支援業務又は直接支援業務

サービス管理責任者み
な
し
配
置
終
了
（
３
年
度
末
）

※令和４年度以降はサービス管理責任

者の養成に最低２年かかる

⇒やむを得ない事由によるみはし配置

は実質的に無意味（１年以内で研修受講

要件の充足はできない） ２年以上の相談支援業務又は直接支援業務

サービス

管理責任者

補
足
研
修

基
礎
研
修

実
践
研
修

実
践
研
修

実
践
研
修

補
足
研
修

基
礎
研
修

補
足
研
修

基
礎
研
修



サービス管理責任者等更新研修は、実践研修を修了した翌年度を初年度とする５年度ごとの各年度

末日までに、受講する必要があります。例えば、2021（令和３）年度に、実践研修を修了した方で、

引続きサービス管理責任者として従事するためには、2022（令和４)年度から2026(令和８)年度まで

の間に更新研修を修了する必要があります。2026（令和８）年度までに更新研修を修了しなかった場

合は改めて実践研修を修了しなければなりません。

11年目

11年目

実践
研修修了

更 新
研修修了

更 新
研修修了

実践
研修修了

更 新
研修修了

更 新
研修修了

2021
(R3)
年度

2022
(R4)
年度

2023
(R5)
年度

2024
(R6)
年度

2025
(R7)
年度

2026
(R8)
年度

2027
(R9)
年度

2028
(R10)
年度

2029
(R11)
年度

2030
(R12)
年度

2031
(R13)
年度

2032
(R14)
年度

２
０
２
１
（令
和
３
）年
度

実
践
研
修
修
了
者
の
場
合

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ６年目 ７年目 ９年目８年目

２年目 ３年目 ５年目４年目 ６年目 ７年目 ９年目

例
１

例
２

【更新研修受講例】

5年の間に1回受講 5年の間に1回受講

２ 指定基準について （人員基準）



２ 指定基準について （設備基準）

設置場所
住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域

入所施設や病院の敷地内にあってはならない

事業所の
単位

1以上の共同生活住居を有する

複数の共同生活住居及びサテライト型住居についても主たる事業所から概ね30分程度で移動可能

（一体的なサービス提供に支障がない範囲）

共同生活
住居

共同生活住居は１以上のユニットを有する

配置、構造及び設備は利用者の障害特性に応じて工夫されたもの

定員

指定事業所の定員 ４人以上

共同生活住居の定員 新規に設置する場合の定員 ２人以上10人以下

既存の建物活用する場合の定員 ２人以上20人以下

ユニットの定員 ２人以上10人以下

居室の定員 １人（利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、２人も可）

ユニット 居室の他、日常生活を営む上で必要な設備を設ける（食堂、居間、台所、風呂、トイレ、洗面所等）

居室

面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上

廊下・居間等につながる出入口があり、他の居室とは明確に区分されている。

（カーテンや簡易なパネル等で室内を区分したものは認められない）

その他
マンション等の建物に複数の共同生活住居を設置する場合における当該複数の共同生活住居の入居定員の合計数が、基準第１９７条第
４項及び第５項に規定する共同生活住居の入居定員を超える場合にあっては、マンション等の建物内の全ての住戸を共同生活住居にする
ことは認められない。



２ 指定基準について （設備基準）

サテライト住居の概要

設置基準

・本体住居とサテライト型住居の間を概ね２０分以内で移動できる
・１の本体住居に２か所まで（本体住居の定員が４人以下の場合は１か
所まで）
※複数の共同生活住居を本体住居として、１つの建物に複数のサテライ
ト型住居を集約して設置することは認められない。

設備基準

・居室の面積 ７.４３㎡（和室であれば４.５畳）※収納設備は別途確
保する
・原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要
な設備を設けなければならない。

定員 １人

支援の概要
・定期的な巡回（原則１日複数回）等により、日常生活上の支援を行う
・原則として３年の間に一般住居等へ移行できるよう計画的な支援を行
う



２ 指定基準について （日中サービス支援型）

基本方針

日中サービス支援型共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地
域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況及びその置かれている環
境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでな
ければならない。

事業所の
単位

1以上の共同生活住居を有する

共同生活
住居

共同生活住居は１以上のユニットを有する

配置、構造及び設備は利用者の障害特性に応じて工夫されたもの

※マンション等の建物に複数の共同生活住居を設置する場合における当該複数の共同生活住居の入居定員の合計数が、基準第１９
７条第４項及び第５項に規定する共同生活住居の入居定員を超える場合にあっては、マンション等の建物内の全ての住戸を共同生
活住居にすることは認められない。

定員

指定事業所の定員 ４人以上

共同生活住居の定員 ２人以上10人以下（既存の建物活用する場合の定員 ２人以上20人以下）

※構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、１の建物に複数の共同生活住居を設
けることができる。この場合において、１の建物の入居定員の合計は２０人以下とする。

ユニットの定員 ２人以上10人以下

居室の定員 １人（利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、２人も可）

ユニット 居室の他、日常生活を営む上で必要な設備を設ける（食堂、居間、台所、風呂、トイレ、洗面所等）

居室
面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上

廊下・居間等につながる出入口があり、他の居室とは明確に区分されている。（カーテンや簡易なパネル等で室内を区分したものは認
められない）

運営

日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に指定短期入所（併設型又は単独型に限る。）を行うものとする。

常時１人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。

協議会等に対して定期的に事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を
聴く機会を設けなければならない。



３．必要な届出について



３ 必要な届出について

変更の届出

届け出ている内容に変更が生じた場合、変更の日から１０日以内に届け出る必要があります。

※事業所の定員増・移転、共同生活住居（サテライト住居を含む）の追加・転

居、事業所内の定員の再編を行う場合は、人員基準等を確認するために、

前月１５日までに届け出る必要があります。届出の際は、必ず事前に御相

談ください。

各種加算・減算に変更がある場合

「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」を提出する必要があります。

○ 加算の算定の場合

算定を開始する月の前月１５日までに提出をする必要があります。
※ 福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する場合は、「福祉・介護職員処遇改善加算届出書」等を算定

する月の前々月末までに提出する必要があります。

○ 加算の要件を満たさない場合

要件を満たさなくなった日から算定できませんので、速やかに届出をする必要があります。



３ 必要な届出について

廃止・休止の届出

変更（廃止・休止）の届出 資料等掲載先

・廃止、休止の場合 ⇒ 廃止、休止の１か月前までに提出

・再開の場合 ⇒ 人員基準を確認する為に、前月１５日までに届出

※ 必ず事前に御相談ください。

※ 詳細は以下の掲載先を御参照ください。

必要書類は以下を御確認ください。

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result.asp?category=133&topid=3

（「障害福祉情報サービスかながわ」⇒「書式ライブラリ」⇒「３．川崎市からのお知ら

せ」 ⇒「 ５．変更（休止・廃止）の届出」⇒「１．障害者総合支援法に基づく事業所、施

設」）

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result.asp?category=133&topid=3


目 次 （事業者指導担当）

１．感染症・災害対策関連
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１．感染症・災害対策関連



１ 感染症・災害対策関連

・従業者から利用者、他の従業者へ感染拡大することがある

・通所先と居住の場の間など、利用者を介して感染拡大することがある

 基本的な対策の徹底（手洗い、手指消毒、換気、間隔をとる、マスクなどの防護）

 リスクの回避（不要不急な外出、人手が多いところへの外出を避ける）

委員会の開催、予防研修等の体制を早めに整えてください。

新型コロナウイルス感染防護

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei
sha/douga_00008.html

国の情報も参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei


感染症・災害対策関連

今まで設備、飲用水の衛生管理、及び感染症、食中毒のまん延防止、障害

児入所施設の入浴について基準上の定めがありましたが、令和3年基準改正

で、感染症拡大防止のための体制づくりとして、委員会の設置等が義務化さ

れました。

衛生管理等について

１



○各種委員会の設置、必要な措置をとること。

委員会設置が必要な事項
・感染対策（R6.3.31まで経過措置）
・身体拘束適正化（施行済）
・虐待防止（施行済）

必要なこと（解釈通知から）
・専任の担当者の設置、必要な措置の推進
・定期的な委員会の開催（委員の人選）と議事内容の周知
・必要な様式、指針の策定と運用
・定期的な（年１回以上）研修の実施、新規採用時の随時教育
・訓練

各種委員会の設置各種委員会の設置

感染症・災害対策関連１



＜感染対策＞「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」参照

平常時・事業所内の衛生管理
・支援に係る感染対策

発生時・発生状況の把握、感染拡大の防止
・医療機関、保健所、市町村等の関係機関との連携、行政の報告
・事業所内、関係機関との連絡体制

＜虐待防止、身体拘束適正化＞
・事業所における基本的な考え方
・各委員会その他施設内の組織に関する事項
・職員研修に関する基本方針
・施設内で発生した事案の報告方法等の方策に関する基本方針
・事案発生時の対応に関する基本方針
・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
・その他適正化の推進のために必要な基本方針

各種委員会の指針等（解釈通知から）各種委員会の指針等（解釈通知から）

感染症、災害関連１



事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する（サービス）の提供

を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るために計画を策

定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。

（解釈通知から）

次のような項目を記載すること：平時からの備え、対応、初動体制・緊急時の対応、＜感染症＞

感染拡大防止体制の確立、＜災害＞他施設及び地域との連携

年1回以上の定期的な教育、新規採用時に別の研修の実施。年1回以上の訓練の実施。訓練は

机上、実地での実施を適切に組み合わせて実施する

感染症、災害関連

業務継続計画の策定について R6.3.31まで経過措置あり業務継続計画の策定について R6.3.31まで経過措置あり

BCP作成には、国の関連情報も参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/do

uga_00003.html

１
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事業者は、消火設備その他の非常災害に最低必要な設備を設けるとともに、非常災害

に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通知および連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

２ 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行わな

ければならない。

３ 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めなければならない。

（解釈通知から）

・消火設備その他の非常災害に咲いて必要な設備＝消防法令の規定による

・非常災害に関する具体的計画＝消防計画、及び風水害、地震等の災害に対処するための計画。

川崎市では不審者対応も含めるよう指導している。

・関係機関への通報及び連絡体制の整備＝消防機関への通報、消防団、地域住民との連携

感染症、災害関連

非常災害対策について 施行済み非常災害対策について 施行済み

１



・障害者支援施設等の立地条件（地形 等）

・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等）

・災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員 等）

・避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時 等）

・避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等）

・避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時間 等）

・避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等） 等）

・災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等）

・関係機関との連携体制 等

「障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底に

ついて」（障 障 発 ０ ９ ０ ９ 第 １ 号平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ９ 日厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部障害福祉課長通知）から

感染症、災害関連

非常災害対策計画 具体的内容非常災害対策計画 具体的内容

１



 非常災害対策計画（基準で作成義務あり、施行済）

災害を想定した連絡体制、避難訓練の実施など。以前から策定を求められていたもの。地域住民参加は努力義務。

感染症、災害関連

事業所に関係する災害関連の計画事業所に関係する災害関連の計画

 個別避難計画（一部利用者で関わりが発生する可能性が出てくる）

発災時の利用者の安全のため、手助けを求める人なども含め事前に考える。

 避難確保計画（一部事業所で義務、危機管理本部初動対応担当に提出）

ハザードマップ上にある、障害児者が利用する施設、事業所で、浸水、土砂災害等対

応する災害について計画を立て、訓練を実施しその結果を報告する。

 事業継続計画（いわゆるBCP、基準改正の内容）

条例改正で策定義務化。感染症、災害について策定義務あり。経過措置有。

 消防計画（一部事業所で義務、消防署への届出）

利用者、従事者の合計、消防に関する計画、避難訓練の計画と結果などの報告義務有。

１



・計画の目的

・計画の適用範囲

・防災体制

・情報収集及び伝達

・避難の誘導

・避難確保を図るための施設の整備

・防災教育及び訓練の実施

・自衛水防組織の業務（自衛水防組織を設置する場合に限る。

非常災害対策計画の内容に、上記の

・（避難確保を図るための）施設の整備

・防災教育及び訓練の実施

を加えることで一体的に計画を作成することができます。

感染症、災害関連

避難確保計画 具体的内容避難確保計画 具体的内容

１



設備、その他消防関係
６項（ロ）（４）（５） ６項（ハ）（４）（５）

対象施設
従業者＋利用者で１０人以上となる区分４
以上の利用者が８割を超えている入所施設、
GH

入所施設、GHで左記以外、又は従業者＋利用
者で３０人以上となる事業所

防火管理者、消防計画、
消防訓練

選任（甲種）、作成、実施義務あり 選任（乙種可）、作成、実施義務あり

消火器 全部 延べ面積１５０㎡以上

スプリンクラー設備 全部（例外あり） 延べ面積６０００㎡以上

自動火災報知設備 全部
延べ面積３００㎡以上
（入居、宿泊ありは全部）

火災通報装置
全部
（自動火災報知設備と連動して起動）

延べ面積５００㎡以上

漏電火災警報器 延べ面積３００㎡以上 延べ面積３００㎡以上

屋内消火栓設備 延べ面積７００㎡以上 延べ面積７００㎡以上

非常警報設備 収容人員５０人以上 収容人員５０人以上

避難器具
２０人以上（避難先の階の施設により１０
人以上）

２０人以上（避難先の階の施設により１０人
以上）

誘導灯 全部 全部



○ 自衛消防の組織に関すること。

○ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

○ 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

○ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

○ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。

○ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

○ 防火管理上必要な教育に関すること。

○ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。

○ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

○ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。

○ 増改築・移転・修繕・模様替えの工事中における防火管理者・補助者の立会い、その他火気使用・取

扱の監督に関すること。

○ その他防火管理に関し必要な事項

消防計画の記入例、Q&Aなどは 川崎市消防局のホームページを参照してください。

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/15-13-1-1-17-0-0-0-0-0.html
計画に基づく訓練についても、事前、事後に消防署に届出を行ってください。消火訓練、避難訓練は年２

回以上、通報訓練は必要数実施してください。

感染症、災害関連

消防計画 具体的内容消防計画 具体的内容

１
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 日ごろから、利用者、従業者の安全を第一に考えた想定をしておく

 連絡体制、事業継続計画を具体的に定め、周知しておく
・・・ 消防団、近隣関係者、従業者間等連絡体制を決め、周知しておく。

避難のタイミング、避難の方法、安全のために留まる選択をする基準などを決めておく。

開所中、閉所中などを想定し、発災後の早期の復旧を目指して行う業務の順位、担当を決めておく。

必要な事業所は消防計画、避難確保計画の提出をする。

 救助、避難等の訓練を実施する（不審者対応含め）
・・・ 利用者、近隣関係者等を含めて複数回、様々な想定で訓練を行う。

顔つなぎも含め、避難所に行くなどもしておく。

 情報収集と被害報告に関して把握しておく
・・・ 天候などの情報、高齢者等避難などの警報を確かな経路で入手する。

風水害で被害が予想されるとき、担当部署から「らくらく」などでメールで予告します。

被害が予測されるとき、市からWAM-NETへのリンクを記したメールを送るので、ネットを通じて被害

報告をする。メールが来ない、ネットが見られない場合は電話等でも連絡をする。

感染症・災害対策関連

発災時でも困らないように

１



２． 指導・監査について



各サービスについて

各サービスは、障害者総合支援法（以下、「法」という。）で定
義される事業である。
また、基準条例で、各サービスについて基本方針を定めて
いる。

⇒事業は、法の定義、条例の基本方針を満たすものでなけ
ればならない。
…利用者のニーズに着目して行うものである。

利用者のため、といいつつほかの誰かのためにサービス提供を行うものではない。
⇒公費を投入して実施する事業である。

⇒実施に当たり国民に説明し、理解が得られる必要がある。
…公平、公正、安全の観点から基準は作成されている。

基準に従い運営することは最低限の公平性、公正性、安全性を担保することにつながる。

２



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総

合支援法」）及び関連法令等に基づいて、基本的事項の周知徹底をすることで、支援内

容の質の確保及び、介護給付費等の支給の適正化を図ること。

指導・監査について

指導の目的

監査の目的

市指定事業者等の自立支援給付対象サービス等の内容等について障害者総合支

援法に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑

いがあると認められる場合、又は自立支援給付に係る費用の請求について、不正若

しくは著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適

切な措置をとることを主眼とする。

２



指導・監査について

指導の実施

「川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律指定事

業者等指導実施要綱」に基づき実施

● 集団指導

市指定事業者等に対して、指導事項等が生じた場合、適宜、指導内容に応じて集

団を選定し実施する。

● 実地指導

監査の実施

「川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律指定事

業者等監査実施要綱」に基づき実施

２



指導・監査について

基本的な法令等

（条例は市のホームページの例規集にあります。）

① 「川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」 （平成２４年川崎市条例第６９号）

② 「川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例」 （平成２４年川崎市条例第６８号）

（国の通知は厚生労働省のホームページにあります。）

③ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準について」（平成１８年１２月６日障発第１２０６００１号）（＝解釈通知）

④ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福

祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 （平成１８年厚生労働省告示第５２３号）（＝報酬告示）

⑤ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスに要する費用の額の算定

に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成１８年１０月３１日障発第１０３１００１号）（＝留意事項通知）

⑥ 「厚生労働大臣が定める一単位の単価」 （平成１８年厚生労働省告示第５３９号）

２



指導・監査について

実地指導や監査において確認した事項（市外事例含む）実地指導や監査において確認した事項（市外事例含む）

事実 詳細

不正の手段
による
指定

・実際在籍していないにも関わらず、在籍するよう見せかけた上、実務経
験証明書の経験日数を偽り、学位記等挙証資料を偽造して不正に指定を
受けた。
・従業者が一切勤務せず、人員基準を満たさないと知りながら偽って申請
を行い不正に指定を受けた。
・資格要件を満たさないと知りながら、実務経験証明書を偽造して提出し
不正に指定を受けた。
・指定申請の際、常勤でない児童発達支援管理責任者（以下、「児発管」
という。）を常勤として申請し、指定を受けた。

人員基準違
反

・児発管が不在（常勤・専従でない）であった。
・従業員の人員基準を満たす配置がされていなかった。

不正請求

・児発管や従業員が不在にも関わらず、人員欠如減算を行わない上、児
童発達支援管理責任者専任加算を不正に請求、受領していた。
・障害児通所支援計画作成業務が不適切にも関わらず、給付費を不正に
請求、受領していた。

２



指導・監査について

虚偽報告
・定員超過について、請求実績と整合をとるために日報等を書き換え、提
示した。
・虚偽の給与明細、賃金台帳、タイムカード及び勤務シフト表等を提出した。

虚偽答弁

・事実と異なる勤務形態、勤務日数及び時間数等を説明し、虚偽の答弁を
した。
・管理者が、実際には勤務していない従業者が勤務していたと虚偽の報
告をした。

人格尊重義
務違反

・利用児童に対し、身体的虐待（蹴る等）や心理的虐待（大声で怒鳴る等）
を行っていた。
・虐待が行われている事実を知りながら、市に通報しなかった。

運営基準違
反

・個別支援計画を児発管以外の者が作成し、利用者や保護者に説明を行
い、不在児発管名の印鑑を使い記録を作成した（児発管の資格要件を満
たしていても、市への届出がない者は児発管とならない。）
・指導・訓練を行っていない日があった（従業者以外の者が行っていた）、
サービスを提供した都度必要事項を記載していなかった。

２



毎年度実地調査を実施する中で、著しい不正が疑われ、監査、さらには処分にまで

いたる事業所があるのが現状です。特によく見られる不正事項は、

・ 事実とは異なる内容の届出を行う

・ 利用者の個別支援計画の作成、管理を適正に行わない

・ 実地指導又は監査時に虚偽の書類を提出したり、虚偽の答弁をする

特に上記の点について法令違反を犯さないよう、事業所運営上注意してください。

３１川健障計第８６５号（令和元年９月２５日付け）通知を御確認ください。
https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/80/L_menut.asp?CATID=131

指導・監査結果から

指導・監査について２

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/80/L_menut.asp?CATID=131


実地指導で特に指摘の多い事項

・ 個別支援計画の作成及び交付

・ 記録の整備

・ 請求・加算関係

・ 契約書・重要事項説明書・運営規程

・ 掲示物

・ 苦情受付体制

・ 虐待防止体制

・ その他サービスの性質に関わる指摘事項

指導・監査について２



個別支援計画の主な指摘事項
・計画が未作成

【アセスメント】
・計画の原案作成前にアセスメントを行っていない（作成、変更）
・保護者記入のシートを流用するなど、サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）以外がアセスメント

していない（装う）。
・アセスメントの記録が残っていない。

【原案作成・会議の開催】
・ 作成可能なサビ管・児発管以外の者が、計画の原案を作成している。
・ 計画作成会議が実施されていないか、記録が残されていない。
・ 計画書に記載すべき項目がない（本人・家族の意向、目標、達成時期、留意事項等）。

【説明・同意・交付】
・ サビ管・児発管以外の者が説明を行っている。
・ 計画作成日から1月以上間隔があいて説明し、同意を得ている。
・ 利用者や家族の同意がない、計画書の様式に同意（署名）欄がない。同意を得たように装っている。

【モニタリング・見直し】
・ モニタリングが行われていないか、記録が残されていない。
・ サービス管理責任者・児童発達管理責任者以外の者がモニタリングを行っている。
・ 規定以上の頻度で見直しが行われていない。

指導・監査について２



アセスメント

• サービス管理責任者は、計画作成に当たり、適切な方法により、利用者について、アセスメント
を行い、適切な支援内容の検討を行う。

• アセスメントは利用者に面接して行う。

原案作成

• サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族
の意向、総合的な支援方針、生活全般の質を向上させるための課題、目標及びその達成時期、
サービスを提供する上での留意事項等を記載した計画の原案を作成する。

• サービス管理責任者は、他の福祉サービス等との連携も含めたものとなるよう努めなければな
らない。

会議の会議の

開催

• サービス管理責任者は、計画作成に係る会議を開催し、計画の原案について意見を求める。

• 会議は利用者に対するサービス提供にあたる担当者等を招集して行う。

個別支援計画の作成手順

指導・監査について２



交付

• サービス管理責任者は、計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文
書により利用者の同意を得なければならない。

• 計画を作成した際には、利用者に交付しなければならない。

モニタリング

• サービス管理責任者は、計画作成後、計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なア
セスメントを含む）を行う。 ⇒ モニタリングの実施

• モニタリングにあたっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事
情がない限り、次の方法により行う。
① 定期的に利用者に面接 ② モニタリング結果を記録

見直し

• サービス管理責任者は、少なくとも６月に１回以上、計画の見直しを行い、必要に応じて計画の
変更を行う。 （※ サービスによっては３月に１回以上 ）

指導・監査について２



個別支援計画の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、文書により利

用者の同意を得なければなりません。

個別支援計画には、利用者等への説明、同意、交付日等が確認できるよう、次のよ

うな記載をすることをお勧めします。なお、利用者等への説明はサービス管理責任者

が行う必要があります。

また、署名できない場合は代筆ではなく理由を記録してください。

【 例 】

個別支援計画

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記計画について説明を受け、同意し、交付を受けました。

○年○月○日 利用者氏名 ○○ ○○

説明者 ○○ ○○

計画の説明、同意及び交付について

指導・監査について２



変更届、体制届の提出

人員配置、加算の算定に関わる変更届、体制届は適切に提出をしてください。

届け出た職員の配置状況によりサービス提供を行ってください。

配置した職員を変更する都度、

加算に関わる人員の変更については体制届、

加算に関わらない場合、変更届を提出する。

届出には、事業所に配置されている従業者全員を記載してください。

（他所からの代替要員を前提にせず、事業所で必要な人員を配置する）

（届出には実体のない従業者を記載して提出しない）

従業者は原則、事業所で直接雇用する必要があります。

指導・監査について２



○利用者が感染防止などの理由から自主的に利用停止した場合
及び市の要請等で事業所が休止した場合に、

○事業所が居宅への訪問、電話その他の方法で児童の健康管
理や相談支援等の可能な範囲での支援の提供を行ったと本市
が認める場合に、

〇通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているも
のとして、本体報酬及び一定の加算の請求を可能とするもの

→陽性者等通常でもサービスが利用できない状況にあるものにつ
いては認められない。

※代替支援の実施に際しては説明し、同意を得、記録をすること。

代替支援について代替支援について

指導・監査について２



○（長期）入院時特別支援加算の要件を満たしていない。

○（長期）外泊等支援加算の要件を満たしていない。

○夜間支援体制加算の要件を満たしていない

○看護職員配置加算の要件を満たしていない。

加算についての主な指摘事項

【（長期）入院時特別支援加算】
・共同生活援助計画上の位置づけ
・必要回数の病院への訪問、連絡
・支援記録に訪問等の記録を残す ⇒これらの要件を欠く請求が散見された。

【（長期）外泊等支援加算】
・共同生活援助計画上の位置づけ
・帰省時等の交通に関する指導、家族等との外泊中の状況の把握
・支援記録に支援を行ったことの記録を残す ⇒ これらの要件を欠く請求が散見された。

【夜間支援体制加算】
・夜間支援を要する内容については共同生活援助計画上の位置づけ
・Ⅰ、Ⅱについては最低1回の巡回
・Ⅰは夜勤を行うものの配置、Ⅱは宿直を行うものの配置 などの要件がある。

【看護職員配置加算】
・通常配置する職員に加えて常勤換算１以上の看護職員の配置が必要

指導・監査について２



○預かりに関する内部規程を作成しておらず、運用に齟齬がある。

○利用者等から依頼書、預かり証、出金時の依頼書、領収書を徴していない。

○責任者、補助者が選出されていない。

○通帳と印鑑を同じところに保管。

○複数名でのチェック体制が整備されていない。

○定期的な出入金の報告がなされていない。

○レシート等、支出を証明できるものを保管していない。

○出納帳残高と実際の現金残高が一致していない。

預かり金に関する指摘事項

関係通知

（平成２３年６月３０日福監第１７１号 神奈川県保健福祉局通知）

（平成１８年１２月６日障発第１２０６００２号 厚生労働省通知）

指導・監査について２



○「共益費」、「雑費」、「お世話料」、「管理協力費」、「施設利用補償金」等のような、

あやふやな名目で費用徴収している。

○実費相当額から大幅にかけ離れた金額で費用徴収している。

また、実費相当額との差額の清算を行っていない。

費用徴収可能な範囲と必要事項

【費用徴収に際して】

 費用の種類及びその額については運営規程に定めておくこと

 契約時や内容の変更の際に利用者に説明し、同意を得ること

 当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付すること

「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」

（平成１８年１２月６日障発第１２０６００２号 厚生労働省通知） を御参照ください。

指導・監査について２



○身体拘束等の適正化を含む、障害者虐待の防止については、

次の厚生労働省からの手引きを必ず参照すること。

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」

（令和4年4月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
地域生活支援推進室）

身体拘束等の適正化について身体拘束等の適正化について

身体拘束等を実施した際は、必ず記録を行う必要がある。
身体拘束等実施時の記録の内容は、

拘束を行った態様（行った身体拘束等の方法を具体的時系列に、検証可能なように）、

時間（始期、終期）、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を
記録する。

身体拘束等を実施した際は、必ず記録を行う必要がある。
身体拘束等実施時の記録の内容は、

拘束を行った態様（行った身体拘束等の方法を具体的時系列に、検証可能なように）、

時間（始期、終期）、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を
記録する。

指導・監査について２



○やむを得ず身体拘束を行う場合、以下の３要件をすべて満たすこと。

切迫性＝利用者本人、他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が高
い状態。身体拘束等を行う悪影響を勘案し、なお、拘束等が必要な程度であ
ること。

非代替性＝身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。その方
法も最も制限が少ない方法を選択する必要がある。

一時性＝身体拘束等が一時的、必要とされる最も短い拘束時間を想定すること。

○身体拘束等を行う手順（説明、記録、委員会での議論等）を確認すること。

〇身体拘束を行う判断は、管理者等を含め組織的に、かつ慎重に行うこと。

〇個別支援計画等に身体拘束等の内容を記載する、記載出来ない場合などは実
施の都度、実施する身体拘束等の内容を親族等に説明し、了解を得ること。

〇身体拘束等の実施後は、身体拘束適正化委員会に報告し、その実施の是非を
検討し、その結果を従業者に周知するとともに、研修に活用すること。

〇要件を満たさない場合、次ページの減算があることに留意すること。

指導・監査について２



○要件を満たさない場合、５単位/日（利用者ごとに）減算
（事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、利用者全員が減算）

ポイント
・身体拘束等に係る記録が行われていない場合。
→対応していない事業所は、現時点で減算の対象となる

・身体拘束等適正化委員会を定期的に（年１回以上）開催していない
・身体拘束等の適正化のための指針を整備していない

・身体拘束等の適正化のための研修を定期的に（年１回以上）実施し
ていない
→上記３項目も令和５年４月１日以降減算の対象となる

身体拘束未廃止減算について身体拘束未廃止減算について

指導・監査について２



（記録の整備）

１ 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなけれ

ばならない。

２ 事業者は、利用者に対する…サービスの提供に関する記録を整備し、サービ

スを提供した日から５年間保存しなければならない。

※ 少なくとも次に掲げる記録を整備すること

・個別支援計画
・サービスの提供の記録
・市町村への通知に係る記録（不正請求に関するもの等）
・苦情の内容等の記録
・事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

記録の整備について

指導・監査について２



○苦情対応について必要な措置が講じられていない。

施設従事者等による障害者虐待発見時の通報義務は、刑法の秘密漏示によって妨げられない（虚偽、過失は除く）

通報をした従業者等の解雇等不利益取扱いは禁止（苦情も同様）

苦情対応についての主な指摘事項

【苦情対応について必要な措置】

① 相談窓口の設置
苦情受付、相談受付窓口としての連絡先、担当者の明確化および設置

② 苦情解決の体制及び手順等の明確化
どのメンバーで、どのような手順を経て苦情解決にあたるのかということの明確化

＜川崎市の苦情受付窓口＞
健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課事業者指導担当
０４４－２００－００８２

指導・監査について２



運営規程の概要、従業員の勤務の体制、協力医療機関、
その他サービスの選択に資する事項

⇒ 掲示に代えて自由に閲覧できるよう備え付けることでもよい

掲示物に関する事項掲示物に関する事項

契約書、重要事項説明書、運営規程に関する事項契約書、重要事項説明書、運営規程に関する事項

○契約書、重要事項説明書を交付していない。

○法令名、サービス名、連絡先の記載誤り。

○利用者署名欄、住所、年月日の記入がない。

○説明、同意、交付の確認ができる記録がない。

○契約書・重要事項説明書・運営規程の間で記述が相違している。

会計の区分会計の区分

指定事業所ごとに経理を区分
指定の事業の会計とその他の事業の会計を区分する

指導・監査について２



実地指導の際には、保存されている自己点検シートも提出していただきます。

自己点検シートの自主的実施について

基準省令、基準条例、報酬告示等の内容をまとめた自己点検シートをらくらくに掲載し

ています。これは、事業所運営が基準に沿っているかわかりやすく確認できるものに

なっております。

市内の各事業所の管理者は、自己点検シートが更新されるたびにらくらくからダウン

ロードし、これを用いて日頃の事業所運営を見直し、記入を終えたシートの内容を従業

者に周知し、市に実施の有無を報告し改善事項に取り組むとともに、実施後５年間保存

するようお願いいたします。

指導・監査について２



３．報告事項



「事故報告取扱要領」に基づき、事故発生時には報告をしてください。

（格納先）

「障害福祉情報サービスかながわ」⇒「書式ライブラリ」

⇒「３．川崎市からのお知らせ」⇒「10. 各種様式（請求・事故報告関連）」

⇒「１．共通」⇒「２０１７／０３／２３付」

・事故、又は事故に準じるもの（ヒヤリハット）は記録・保管するとともに事故予防の

検討材料にしてください。

報告事項

支援の提供により事故が発生した場合は、当該障害者の家族、市、通所給付決定を

行った市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

事故発生時の報告事故発生時の報告

３



● 報告の手順

⇒まずは電話で事業者指導担当、支給決定区に第一報を入れる。

原則事故発生後１週間以内に「事故報告書様式」を作成、事業者指導担当に提出

●報告対象

死亡

骨折、けが

誤嚥

食中毒

所在不明

法令違反、不祥事の発生

感染症

その他報告が必要と認められる事故…事業者、利用者間のトラブルになるおそれがあるもの等

●報告書作成時の留意事項

事故が発生した原因の分析をしっかり行うこと。事故の概要は時系列にわかりやすく整理すること。
予防策を十分検討すること。

報告事項３



報告事項

事故の発生状況と主な原因事故の発生状況と主な原因

分類 詳細

死亡
６件

居室で死亡、２日連続食事に来ていなかったが様子を見に行かず発見が遅くなった
自宅への帰路体調を崩し救急搬送、のち死亡
自死
体調を崩した

骨折
３３件

転倒、ふろですべる、トイレで転倒
ベッドにぶつけた
車いすからの移乗の際に接触
レクリエーション活動で体を動かしているときに

外傷・けが
４９件

入浴時、トイレ介助時、夜間に転倒
発作で
他者に殴られた、かまれた、他者の使っていた道具が当たった
自傷

所在不明＝離設
１９件

外出して門限までに戻らず
休憩中のすきをついて
送迎時に

法令違反、不祥
事の発生

１件
外部者の居室への侵入

その他事故
４６件

誤食、誤薬
万引き、つきまとい
ネット詐欺トラブル
送迎車のトラブル
感染症（結核）

３



不正事案の発生防止を目的とし、事業運営の適正化を図るための体制の整備を事業者に対
して求めるものです。具体的には以下のとおりです。

◆ より詳しい内容は、以下に資料を掲載しておりますのでご確認ください。

「法令遵守責任者」を定める

「法令遵守規程」を整備

「業務執行の状況の監査」を実施

 事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者
 全事業者が対象

 法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を
記載したもの

 事業所数が２０以上の事業者が対象

 外部監査等を実施するもの
 事業所数が１００以上の事業者が対象

「障害福祉情報サービスかながわ」 ⇒ 「書式ライブラリ」 ⇒ 「３．川崎市からのお知らせ」

⇒ 「１１．業務管理体制の整備に関するお知らせ」

報告事項

業務管理体制の整備に関する届出について

３



＜メールアドレス登録に関する手順の掲載先＞
・「障害福祉情報サービスかながわ」 ⇒ 「書式ライブラリ」
⇒ 「１０．利用マニュアル・振興会からのお知らせ等」 ⇒ 「操作マニュアル」

＜問合せ先＞
社団法人かながわ福祉サービス振興会情報活用課 ＩＤ・パスワード担当
電話：045-680-5686

報告事項

障害福祉情報サービスかながわへのメールアドレス登録

各種研修や制度改正等をはじめ、市役所から各事業所の運営に関する情報は、イン

ターネットサイト「障害福祉情報サービスかながわ（らくらく）」の書式ライブラリに掲載す

るとともに、同サイトで運営するメーリングリストに登録したメールアドレス宛てにメール

を送信することで周知を図っております。

同サイトにメールアドレス登録がまだお済みでない場合、又は「仮登録」の場合は次

の場所に掲載されている手順等を御確認いただき、早急に御登録をお願い致します。

災害時用のメールアドレスの登録もお願いします。

３



独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表シ

ステム」（WAM-NET）上に、各事業所から報告された情報を掲載しています

（各事業所の義務です）。

各事業所が登録された際は、必要な情報を入力して報告してください。なお、

この情報は災害時の状況把握にも使用します。

報告事項３



障害福祉サービス等の情報は、

・サービスを提供する事業所数が大幅に増加している状況にあって、
・利用者等が、障害特性に合った事業者を比較、検討し、適切に選択するために、
事業者が提供するサービス等の必要な情報を入手することは必ずしも容易ではなく、

・事業者にとっても、自らが提供するサービス等の内容や運営状況に関して、利用者
等による適切な評価が行われ、よりよい事業者が適切に選択されることが望ましい
ということで公表が制度化された

→この制度は、利用者の権利擁護及びサービスの質の向上等に資するためのもの

である。

報告事項３



「障害福祉サービス等情報公表システム」（WAM-NET）上に掲載する項目

は省令で決まっています。

システム上必須とされていない項目でも、各設問に回答する必要があります。

また、各事業所における財務状況についても添付が必要です。（事業所ごと

が難しければ法人単位でも可）

新規事業所ではおおむね１月以内

年度当初から解説している事業所では７月末までに報告を済ませてください。

報告事項３



・請求事務について

障 害 福 祉 課 給 付 担 当

令和４年度



共通・一般的事項



神奈川県・川崎市の支払システム概要図

全国標準システム

川崎市
市内事業者

神奈川県

請求情報（地域生活支援事業、
市単独加算）

請求情報（介護給付費等）

審査結果

審査結果

事業者情報
登録（県域）

事業者情報登録
（伝送通信ソフト）

支給決定情報
＜伝送通信ソフト＞

支給決定情報
（地域生活支援

事業、市単加算）

承認用データ表示・
審査承認

承認用データ表示・
審査承認

請求（承認）リスト配信

基準額登録

請求情報連携

かながわシステム

事業所等登録システム
（かながわシステム事業者等登録システム部分）

（神奈川県国民健康保険団体連合会）

介護給付費等支払システム

インターネット

基準額登録

光回線

指定申請・変更届出・加算届出

標準システム連携データ（ＩＦに準拠した事業者情報ＣＳＶ）

事業者情報登録

事業者情報提供シ
ステム（障害福祉

サービスかながわ）

ＷＡＭ－ＮＥＴ

光回線

光回線

光回線 光回線

インターネット



全国標準システムとかながわシステムの比較
全国標準システム かながわシステム

請求内容 法定給付費 市単独加算、地域生活支援事業

請求期間 毎月１～１０日 毎月１～１０日（最終日は１７時まで）

請求期間内のエラーチェック 毎月５～９日の間に２回仮審査がある
請求期間内は毎晩チェックがかかり、翌日には結果が確

認できる

同一請求期間内に請求情報
を複数回送信（登録）した場合

【先勝ち】
最初に送信した請求情報が残り、後から送信した

請求情報は受付けられずに、重複エラーとなる。
⇒Ａさん，Ｂさん，Ｃさんの請求情報を送信した後に、
Ａさん（修正），Ｂさん，Ｃさん，Ｄさんの請求情報を
送信した場合、Ｄさんの請求情報のみ受付けられ、
Ａさん（修正）、Ｂさん、Ｃさんの請求情報は重複エ
ラーにより受付けられない。

【上書き】
後から登録した情報に上書きされる。
⇒Ａさん，Ｂさん，Ｃさんの請求情報を登録した後にＤさん

の請求情報を登録した場合、Ｄさんの請求情報のみ登録さ
れ、Ａさん，Ｂさん，Ｃさんの請求情報は消えてしまう。

エラー等
アルファベット２文字＋算用数字２桁
例）ＥＧ３１、ＰＰ１９

算用数字４桁
例）９５６２、９５６０



報酬の基準
〇 国本体報酬及び加算の基準

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指
定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（平成１８年９月２９日厚生労働省告示第５２３号）⇒ 【報酬
告示】

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指
定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の
算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年１０
月３１日障発第１０３１００１号） ⇒ 【留意事項通知】

〇 市単独加算の基準

川崎市障害者共同生活援助運営費支弁基準

⇒ 【支弁基準】

国基本報酬

国加算

市加算

＜報酬のイメージ＞



過誤申立・請求取下について①
• 過誤取消とは、既に承認済みの請求を取消すことです。

• 請求取下とは、当月の請求（未承認）を取消すことです。

• 過誤は３日まで、取下は２０日までに申立ててください。

• 取下は毎月11日から20日が送信可能期間です。対象となる請求は当
月10日までに請求したものです。21日以降に送信する場合や前月以

前に請求したものについては、過誤に該当しますので、チェック項目①
で過誤申立にチェックしてください。

• 過誤申立書・請求取下依頼書の様式に、「全国システムの請求」又は、
「かながわシステムのみ」のどちらを処理するかを選択するチェック事項
②があります。チェック事項②は、「全国システムの請求」又は「かなが
わシステムのみ」のどちらかに必ずチェックをつけてください。

• 過誤と取下を併せて行う場合はそれぞれ用紙を分けてください。

• 全国システムとかながわシステムを併せて過誤（又は取下）する場合も、
それぞれ用紙を分けて作成してください。

• 「全国システムの請求」をチェックした場合は、かながわシステムの請求
も併せて過誤（又は取下）しますので、御注意ください。



過誤申立・請求取下について②

 電子申請の申請状態について

本来、電子申請の申請状態は「申請中→審査中→審査済」と移行します

が、当課の過誤申立・請求取下において、申請状態が「審査中」の状態を
最後の段階としていますので御承知おきください。

電子申請を行い、到達番号が付与された時点で申請は受付けられてい
ますので、到達番号をもって到達の確認を行ってください。

 電子申請時の注意点

以下の例のとおり、添付書類のエクセルデータタイトルの最初に必ず事業
所番号を入れてください。

【EXCELファイル名（例）】

14X1234567 川崎市立相談支援センター.xlsx
↑事業所番号 ↑事業所名

エクセルデータタイトルが例のとおりになっていないケースが非常に多い
です。必ずタイトルを修正してください。



過誤申立・請求取下について③

 過誤申立書・請求取下依頼書の書式について

過誤申立書・請求取下依頼書は掲載場所からダウンロードして使用してく
ださい。

【過誤申立書様式掲載場所】

「障害福祉情報サービスかながわ」＞「書式ライブラリ」＞「３．川崎市から

のお知らせ」＞「１０．各種様式」＞ ＞ 「 ２．請求等に関する様式」＞
「 2018/07/11付け『過誤申立書（2020年3月改定版）』」

なお、これまで書式を複数回改定しておりますが、以前の書式を使用し続
けている事業所が多くあります。必ず改定ごとに新たな書式をダウンロー
ドし、新書式を使用してください。

その他

・過誤取消した場合、全てのコードを再請求する必要があります。

・件数が大量(100件以上)にある場合はあらかじめ御連絡ください。

・過誤申立をした場合は処理月にできるだけ再請求してください。





過誤申立・請求取下について④

 過誤申立により起きること

過誤申立により承認された請求は、その全てが取り消されます。

過誤申立により８月請求分が取り消され「-30,000円」となり、過誤を申し立
てた８月請求分を正しい請求額である「27,000円」で再請求することにより、
見かけ上誤った加算分が差し引かれた金額が支払われます。

⇒過誤申立は、誤請求部分のみを減じるものではありません。

注意事項

８月請求分 ９月請求分

①請求額 30,000円
（7月サービス）

誤った加算を算
定⇒30,000円

ではなく、
27,000円が正
しい。

27,000円
（7月サービス）

27,000円
（8月サービス）

②過誤申立額 30,000円
（7月サービス）

支払額（①－②） 30,000円 24,000円



過誤申立・請求取下について⑤

 再請求の必要性：同じ状況で、再請求をしなかった場合

 過誤申立を行った金額よりも、９月請求分の金額が低いため、過誤申
立額の相殺ができません。

 この場合、国保連より差額（－3,000円）について、納付書を用いて納め
るよう連絡があります。（期限は翌月事業所支払日（15日）の前々日）

⇒再請求について留意することと、大量の過誤申立については

⇒予め当課までご相談ください。

注意事項

８月請求分 ９月請求分

①請求額 30,000円
（7月サービス）

誤った加算を算
定⇒30,000円

ではなく、
27,000円が正
しい。

27,000円
（8月サービス）

②過誤申立額 30,000円
（7月サービス）

支払額
（①－②）

30,000円 ‐3,000円



サービス提供実績記録票について①

 サービス提供実績記録票は、事業所で保管するものと、請求時に国保
連に送付するものがあります（便宜的に前者を「紙」、後者を「電子」とし
て説明します）。必ず両方の内容が一致するようにしてください。日付や
時間が一致していない、備考欄の記載が片方しかないという例がありま
すので注意してください。

 なお、実績記録票（電子）は、国保連が作成する審査資料の基になるも
のであり、他事業所の実績記録票（電子）や過去に請求確定済の実績
記録票（電子）と照合したたうえで、審査を行います。

 よって、実績記録票（電子）の提出が無かったり、請求明細と明らかに乖
離している場合等には、修正をしたうえで再請求していただく趣旨で審査
を否決する場合があります。予め御了承ください。



サービス提供実績記録票について②

 令和４年３月提供分より、実績記録表の写しの提出は不要と
なりました。（原本は引き続き、他の請求書類と併せて、事業
所で５年間保存してください）。

 実績記録表については、サービス提供毎に、その都度、受給
者の確認並びに署名が必要な書類です。

 本市が作成した様式を使用してください。

 その他、留意事項、お願い等は「障害福祉情報サービスかな
がわ」＞「書式ライブラリ」＞「３．川崎市からのお知らせ」＞

「１０．各種様式」＞ ＞ 「 ２．請求等に関する様式」＞
「 2021/05/26付け『令和３年度報酬改定に伴うサービス提

供実績記録票の様式について』」を御参照ください。



地域生活支援事業との上限額管理について

 同一利用者が障害福祉サービス」及び「地域生活支援事業」を利用
している場合、利用者負担額は、かながわシステムで自動的に管理
されます。

 ただし、地域生活支援事業所の請求承認の後に、遅れて障害福祉
サービス事業所の請求が行われたとき（返戻等による再請求の場
合も含む）、利用者負担額の調整ができなくなるので、地域生活支
援事業所において過誤再請求する必要があります。

 各事業所におかれましては、やむを得ない場合を除いて、サービス
提供月の翌月に適切な請求を行うよう、再度の徹底をお願いします。

 地域生活支援事業所による過誤再請求が必要となった場合、当市
より、遅れて請求した障害福祉サービス事業所に対して連絡します
ので、当該地域生活支援事業所に対して、過誤再請求の依頼を
行ってください。

 詳細は別紙通知を確認してください。「障害福祉情報サービスかな
がわ」＞「書式ライブラリ」＞「３．川崎市からのお知らせ」＞「１．川崎
市からのお知らせ」＞ 「2017/03/31付け28 川健障計第1567 号」



新型コロナウィルスに係る取扱

○新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、利用者が自主的に欠席する
場合の取扱について、居宅等の訪問による支援、電話による支援につい
ても報酬の算定は可能です

【代替支援に係る注意事項】
・健康管理や相談支援等、できる限りの支援を行ってください。
・あらかじめ利用者等に対して、通常どおりのサービスとみなされ、利用者負担が発生
することについて、丁寧な説明を行い、同意を得てください。

・サービス提供実績記録票に、「訪問（電話等）による支援であること」及び「支援を行っ
た時間」を記載し、利用者本人から押印又は署名は必ずもらってください。



○グループホーム入居者が通所する障害福祉サービス事業所を感染防止の
ため欠席等した場合について

【報酬可能な加算について】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、利用者や家族の希
望又は通所先事業所の感染防止対策等により日中を通所せずにグルー
プホームで過ごす場合、以下の取扱いが可能となります。

グループホームの職員が、入居者に対して昼間に必要な支援を行った場
合は、心身の状況等により日中活動サービスを利用できない場合と同様
に当該サービスを利用できない期間が月に３日以上ある場合は、グルー
プホームの「日中支援加算Ⅱ」の算定対象とすることが可能です。

※注意事項
ただし、通所先事業所がグループホーム等への訪問、電話等により支援を行う場

合で利用者の同意を得ている場合、いずれか１か所の事業所しか報酬の算定ができ
ないため、あらかじめグループホームと通所先事業所との間で、利用者への日中の
支援の対応や役割等について情報共有し、調整してください。



共同生活援助について



共同生活援助とは

「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営む
べき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援
助を行うことをいう

【対象者】

障害者（身体障害者にあたっては、６５歳未満の者又は６５歳に達する日の前日までに障
害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る）
※「これに準ずる者」・・・地域活動支援センターの利用、身体障害者手帳の交付、障害基礎年金の受給等

対象者 ⇒ 報酬告示、留意事項通知
障害支援区分 ⇒ 介護給付費等に係る支給決定事務等について（厚生労働省発出）

【障害支援区分】

介護の提供を受けることを希望する者は認定が必要。なお、本人の希望のみによって認
定の要否を判断するものではなく、障害の種類及び程度その他の心身の状況等を勘案し
て判断する。（体験利用の場合も同様。）

参考



サービス種類 利用可否

身体介護 △ 生活支援員が行うべき支援ですので、利用できません。（外部サービス利用型を除く）

家事援助 × 世話人が行うべき支援ですので、利用できません。

通院等介助 △

次の要件を満たす場合、２回／月を限度に利用できる場合があります。
① 障害支援区分１以上
② 共同生活援助計画に位置付けられていること
③ 慢性の疾病等で医師の指示により定期的な通院が必要である
④ 区が特に必要と認めること
※ 障害に起因する通院は、入居前から想定されるものであるため、対象外です

重度訪問介護 △

身体介護と同様に原則利用できませんが、次の要件を満たす場合、身体介護に係る内容について利用できる場合があ
ります。ただし、利用した日については、基本報酬が減算されます。（個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例）

① 障害支援区分４以上
② 重度訪問介護、行動援護又は同行援護の対象者であること（支給決定の有無ではない）
③ 共同生活援助計画に位置付けられていること
④ 区が特に必要と認めること
※ この取り扱いは令和６年３月３１日までの経過措置であることに注意
※ 外部サービス利用型共同生活援助は不可

移動系サービス 〇
共同生活援助は移動の支援を含まないため、利用可能です。
（重度訪問介護（移動）、行動援護、同行援護、移動支援等）
※ 当該サービスを利用した日は、土日等日中支援加算（市単）の算定はできません

短期入所 × 居住系サービスは併用できません。

他サービスの利用について

共同生活援助利用者は、住居内での日常的な支援を行うサービスです。そのた
め、日中活動系サービス以外のサービスは原則、利用することはできません。

ただし、次のような例外がありますので、必要な場合は区役所へ御相談ください。



法定報酬・加算



共同生活援助サービス費（１）（介護サービス包括型）
共同生活住居に入居する障害者に対して、指定共同生活援助を行った場合に、所定単

位数を算定します。

サービスコードのサービス内容略称が「生活援助Ⅰ６・大１・未計画」の場合
⇒ それぞれ、共同生活援助サービス費（本体報酬）、Ⅰ型（４：１）、障害支援区分６、

大規模減算、共同生活援助計画（個別支援計画）未作成減算、を意味します。

参考

 所定単位数は、「前年度の平均利用者数に対する世話人の員数」及び「利用者の障害
支援区分」に応じて決まります。そのため、基本的には当該年度で変動することはあり
ません。

 ただし、定員又は世話人の人員の増減、利用者の障害支援区分の変更により変動する
ことはあります。（前者については要体制届、後者については受給者証を要確認。）

 入院や外泊をしたときは算定できません。（出発日及び帰着日を除く。別途加算あり。）

 体験利用を受け入れた場合は、Ⅳ型を算定します。なお、体験利用は、連続３０日以内
かつ年間５０日以内が限度です。

 【特例】個人単位で居宅介護等を利用する利用者（令和３年３月３１日までの経過措置）
の場合、当該居宅介護等を利用した日については別途、報酬区分（減算）があります。
また、利用しなかった日については、通常の報酬区分を算定します。



共同生活援助サービス費（２）（外部サービス利用型）
共同生活援助事業所の従業者により行われる「外部サービス利用型共同生活援助計
画の作成、相談その他の日常生活上の援助（基本サービス）」及び、当該外部サービ
ス利用型共同生活援助計画に基づいて、委託業者により行われる「入浴、排せつ、食
事の介護その他の日常生活上の援助（受託居宅介護サービス）」

サービスコードのサービス内容略称が「外部利用生活援助Ⅰ・大１・未計画」の場合
⇒ それぞれ、共同生活援助サービス費（本体報酬）、Ⅰ型（４：１）、大規模減算、共同

生活援助計画（個別支援計画）未作成減算、を意味します。

参考

 所定単位とは、「前年度の平均利用者数に対する世話人の員数」に応じて決まります。
そのため、基本的には当該年度で変動することはありません。

 ただし、定員又は世話人の人員の増減により変動することはあります。（要体制届。）
 入院や外泊をしたときは算定できません。（出発日及び帰着日を除く。別途加算あり。）

 体験利用を受け入れた場合は、Ⅴ型を算定します。なお、体験利用は、連続３０日以内
かつ年間５０日以内が限度です。

 受託居宅介護サービス費の算定には、事前に受託居宅介護サービス事業者と委託契
約を締結する必要があります。

 受託居宅介護サービスは、身体介護に係る内容に限ります。（家事はできません。）



共同生活援助サービス費（３）（日中サービス支援型）
共同生活住居に入居する障害者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、
所定単位数を算定します。利用者のニーズに応じて、日常の介護はもとより、当該利用者が充実した
地域生活を送ることができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援に努めること。

サービスコードのサービス内容略称が「生活援助日中Ⅰ６・大１・未計画」の場合
⇒ それぞれ、日中サービス支援型共同生活援助サービス費（本体報酬）、Ⅰ型（３：１）、

障害支援区分６、大規模減算、共同生活援助計画（個別支援計画）未作成減算、を意味
します。

参考

 所定単位とは、「前年度の平均利用者数に対する世話人の員数」に応じて決まります。その
ため、基本的には当該年度で変動することはありません。

 ただし、定員又は世話人の人員の増減、利用者の障害支援区分の変更により変動すること
はあります。（要体制届。）

 入院や外泊をしたときは算定できません。（出発日及び帰着日を除く。別途加算あり。）

 体験利用を受け入れた場合は、Ⅳ型を算定します。なお、体験利用は、連続３０日以内か
つ年間５０日以内が限度です。

 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生
活援助を行った場合は、別途報酬区分（減算）があります。

 【特例】個人単位で居宅介護等を利用する利用者（令和３年３月３１日までの経過措置）の
場合、当該居宅介護等を利用した日については、別途報酬区分（減算）があります。また、
利用しなかった日については、通常の報酬区分を算定します。



共同生活援助サービス費（４）（減算①）
各種基準に満たない場合や、定員数が一定の人数を超えた場合、本体報酬が減算されます。

（１）「サービス提供職員欠如減算」、（２）「サービス管理責任者欠如減算」、（３）「共同生活援助
計画未作成減算」、（４）「大規模住居等減算」「（５）身体拘束廃止未実施減算」があります。

 基準等は、遵守する必要があるので、減算を受けることをもって基準等を満たさないことを許容す
るものではありません。そのため、やむを得ない事情によるものであることが原則であり、万が一、
満たさなくなった場合は早急に改善に努める必要があります。

 減算は各種加算（受託居宅介護サービス費を含む。）がなされる前の単位数に減算率を乗じます。

 （１）は、世話人又は生活支援員が川崎市条例による指定基準に定める人員基準を満たさない場
合に適用されます。

 人員基準の１割を超えて欠如した場合にはその翌月から、１割の範囲内で欠如した場合にはその
翌々月から人員欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70％を算定します。

 減算が適用された月から３月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された３月目から当
該状態がが解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50％を算定します。

例① ４月に人員２割欠如（１割を超えて欠如）し、９月に当該欠如を解消した。

「４月（欠如開始月）減算なし」 → 「５月（減算適用開始月）70％に減算」 → 「６月 70％に減算」→ 
「７月（減算適用３月目）50%に減算」 → 「８月 50％に減算」 → 「９月（欠如解消月）50％に減算」

例② ４月に人員１割欠如（１割の範囲内で欠如）し、１０月に当該欠如を解消した。

「４月（欠如開始月）減算なし」 → 「５月 減算なし」→「６月（減算適用開始月）70％に減算」 → 「７月 70％に減算」
→ 「８月（減算適用３月目）50%に減算」 → 「９月 50％に減算」 → 「１０月（欠如解消月）50％に減算」



共同生活援助サービス費（５）（減算②）

 （２）は、サービス管理責任者が川崎市条例による指定基準に定める人員基準を満たさ
ない場合に適用されます。

 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員欠如が解消
されるに至った月までの間につき、所定単位数の70％を算定します。

 減算が適用された月から５月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された５
月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50％
を算定します。

例 ４月に人員欠如し、１2月に当該欠如を解消した。

「４月（欠如開始月）減算なし」 → 「５月 減算なし」→「６月（減算適用開始月）70％に減
算」
→ 「７月 70％に減算」 → 「8月 70％に減算」 → 「9月 70％に減算」
→ 「10月（減算適用5月目）50%に減算」 → 「１１月 50％に減算」 → 「１２月（欠如解消
月）50％に減算」



共同生活援助サービス費（６）（減算③）

（１）～（３）については、「留意事項通知第二の１（８）及び（１０）」
（４）については、「留意事項通知第二の３（８）①（三）、②（三）及び③（三）」、「平成２６年度障害福
祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ問１０～１４」
（５）については「留意事項通知第二の１（１２）」をそれぞれ参照してください。

参考

 （３）は、共同生活援助計画が作成されずにサービス提供が行われた場合に、次に掲げる場
合に応じ、それぞれ次に掲げる割合に減算します。

・作成されていない期間が３月未満の場合 １００分の７０
・作成されていない期間が３月以上の場合 １００分の５０

 （４）は、共同生活住居の入居定員が「８人以上」の場合、「２１人以上」の場合、一体的に運
営される複数の共同生活住居の入居定員合計が「２１人以上」の場合にそれぞれ減算。減算
率は、介護サービス包括型、外部サービス利用型、又は日中サービス支援型によってそれぞ
れ異なります。

 （５）は身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報酬を減算します。【５単位／
日】
障害者総合支援法に基づく人員、設備、運営に関する基準に「やむを得ず身体拘束等を行う
場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由その他必要な事項を記録しなければならない。」と規定されており、この点を違反した場合
の減算です。



令和３年度報酬改定関係①
○重度障害者支援加算（Ⅰ）

既存の重度障害者支援加算が、重度障害者支援加算（Ⅰ）になりました。 ３６０単位／日

受給者証の標記：「共同生活援助加算重度Ⅰ」になります。
※既存の受給者証の標記が「共同生活援助加算重度」の場合も、算定可能になります。

○重度障害者支援加算（Ⅱ） 新設

算定要件 １８０単位／日

障害支援区分４以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目の
調査等の合計点数が10点以上である者について、支給決定が必要な加算です。

加算対象者については、受給者証に「共同生活援助加算重度Ⅱ」が標記されます。

※重度障害者支援加算（Ⅰ）と重度障害者支援加算（Ⅱ）は、同時に請求できないの
で御注意ください。

※重度障害者支援加算（Ⅰ）の対象者について、既存の受給者証に「共同生活援助
加算重度」の標記がある場合、次回の更新、変更等の際に「共同生活援助加算重度
Ⅰ 」を記載したものを発行します。



令和３年度報酬改定関係②

強度行動障害者体験利用加算 新設

算定要件

①サービス管理責任者又は生活支援員のうち１人以上が以下のいずれかの研修の修
了者
・強度行動障害者支援者養成研修（実践研修）
・行動援護従業者養成研修
②生活支援員のうち２０％以上が、以下のいずれかの研修の修了者
・共同行動障害者支援者養成研修（基礎研修）
・行動援護従事者養成研修

強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合、強度行動障
害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置している事業者
について、報酬上の評価を行うものになります。



福祉専門職員配置等加算
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算されます。

・ 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） ： １０単位／日
・ 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） ： ７単位／日
・ 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） ： ４単位／日

複数事業所の兼務をする者の算定について、詳細は国作成の「平成２１年度障害福祉サービス報
酬改定に係るＱ＆Ａ（ＶＯＬ．３）問１－１、１－２、１－４」を参照してください。（※平成２７年度に新設
された加算（Ⅰ）については未反映）

参考

 加算（Ⅰ）は、常勤の世話人又は生活支援員（以下「世話人等」という。）のうち、社会福祉士、介護
福祉士又は精神保健福祉士又は公認心理士（以下「有資格者」という。）である従業者の割合が３
５％以上の場合。

 加算（Ⅱ）は、常勤の世話人等のうち、有資格者である従業者の割合が２５％以上の場合。

 加算（Ⅲ）は、「世話人等のうち、常勤の者が７５％以上」又は「常勤の世話人等のうち、３年以上の
従事者が３０％以上」の場合。なお、「３年以上の従事」とは、加算を申請する前月末時点における
勤続年数を指します。また、当該事業所に限らず、同一法人が運営する他の障害福祉サービス等
事業所の勤続期間（直接処遇に限る。）を含めて構いません。さらに、当該勤続期間の算定につい
ては、非常勤での勤続期間も含めることができます。

 “常勤・非常勤”とは、雇用形態の正規か非正規かに係わらず、各事業所において定める「常勤の
従事者が勤務すべき時間数」に達しているか否かにより判断されます。

 “事業所”単位で判断されます。“共同生活住居”単位ではありません。
 加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）は併給算定することはできません。

 複数の事業所を兼務する者は、より多い時間数の従事がある事業所において評価します。なお、
丁度半分ずつの場合も、いずれか１つの事業所においてのみ評価します。



看護職員配置加算
指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で

１以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等にお
いて、指定共同生活援助等を行った場合に、１日につき所定単位数を加算します。
【７０単位／日】

平成３０年度報酬改定により新設されました。当該加算については、国作成の「平成３０年度障害福
祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａvol.1 問７０」を参照してください。

参考

 指定障害福祉サービス基準に定める員数に加え、専ら当該指定共同生活援助事業所等の職務に
従事する看護職員を、常勤換算方法で１以上配置しているものとして本市に届け出た事業所につ
いて、加算を算定できるものであること。

 ただし、複数の共同生活住居を有する指定共同生活援助事業所等においては、適切な支援を行う
ために必要な数の人員を確保する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が１以上かつ
利用者の数を20で除して得た数以上であること。

 当該加算は、指定共同生活援助事業所等に看護職員を配置することにより、利用者に対する日常
的な健康管理、医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等、定期又は緊急時における医療機
関との連絡調整及び受診等の支援、看護職員による常時の連絡体制の確保、重度化した利用者
の対応に係る指針の作成、及び入居時における利用者又は家族への説明並びに同意といった支
援を行うこと。

 また、当該加算の算定対象となる指定共同生活援助事業所等については、報酬告示第15の７の
医療連携体制加算（医療連携体制加算（Ⅳ）を除く。）の算定対象とはならないこと。
※医療連携体制加算は、Ⅳを除いて、医療機関等との連携により、看護職員をホームに訪問させるもの。



日中支援加算
日中支援加算（Ⅰ）は、６５歳以上又は障害支援区分４以上の利用者であって、日中の

通所等が困難な者に対して日中に必要な支援を行った場合に算定できます。

日中支援加算（Ⅱ）は、通所等をしている利用者が、心身の状況等により通所等を休ん
だ場合であって、その休んだ日の日中に必要な支援を行った場合に算定できます。

当該加算については、国作成の「平成２６年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ問２７～
３２」を参照してください。
加算（Ⅱ）の要件中の拡大された通所等については「留意事項通知」を参照してください。

参考

 加算の算定は、日中に必要な支援を行った日について行いますが、当該日ごとにその
支援を行った利用者が（Ⅰ）、（Ⅱ）合わせて事業所全体で「１人」か「２人以上」かにより
加算額を選択します。

 加算の算定をする場合は、共同生活援助計画に位置付けるとともに、指定基準に規定
する人員に対し加配する必要があります。また、当該加配された人員は、当該基準上、
配置すべき人員の数に含めることはできません。なお、日中支援を行う者は、外部へ委
託することもできます（別途、報酬等により評価されている者は加算算定不可。）

 ただし、日中サービス支援型指定共同生活事業所においては、指定障害福祉サービス
基準第213条の４に規定する人員を確保する場合には、加算の算定に当たって生活支
援員又は世話人の加配を要しません。

 加算（Ⅰ）、（Ⅱ）の詳細は、「参考：日中支援加算（Ⅰ）、（Ⅱ）について」を参照



参考：日中支援加算（Ⅰ）、（Ⅱ）について

【日中支援加算（Ⅰ）の対象】
 ６５歳以上又は障害支援区分

４以上の利用者であって、日
中の通所等が困難であると認
められる利用者

【日中支援加算（Ⅱ）の対象】
 共同生活援助と併せて支給決定されている日中活動系サービスを利用

することとなっている日に当該サービスを利用できないとき

 サービス等利用計画若しくは共同生活援助計画等に位置付けて計画的
に地域活動支援センター、介護保険法に規定する通所介護、通所リハ
ビリテーション、介護予防・日常生活支援総合事業のうち従前の介護予
防通所介護に相当するもの若しくは介護予防通所リハビリテーション、
精神科ショートケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア
を利用している者が利用することとなっている日に利用できないとき

 就労している利用者が出勤予定日に出勤できないとき

・日中支援加算（Ⅰ） ： ５３９単位／日（対象者が１人の場合）
・日中支援加算（Ⅰ） ： ２７０単位／日（対象者が２人以上の場合）
・日中支援加算（Ⅱ） ： ５３９単位（区分４～６）／日（対象者が１人の場合）

２７０単位（区分３以下）／日（対象者が１人の場合）
・日中支援加算（Ⅱ） ： ２７０単位（区分４～６）／日（対象者が２人以上の場合）

１３５単位（区分３以下）／日（対象者が２人以上の場合）

 加算（Ⅰ）は、そもそも通所等により日中活動が困難な者を想定しています。ただし、たとえば「週に
２日のみ通所」等する者に対し、残りの通所等をしない日に日中支援を行った場合は算定できます。

 加算（Ⅰ）において、包括サービス型については、土日祝日は算定できません。

 加算（Ⅰ）において、「個人単位で居宅介護等を利用する者が居宅介護等を利用した日」について
は、当該加算を算定できません。

 加算（Ⅱ）は、日中支援が月に２日を超えた場合、３日目以降から算定できます。

 加算（Ⅱ）は、利用者本人の心身の状況等（体調不良等）により通所等を休んだ日が対象であるた
め、通所等先の都合により休んだ日は対象外です。（別途、市単加算の対象となる場合あり。）

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、加算（Ⅱ）のみ算定します。また、区分２以下に
該当する利用者に限られます。



入院時支援特別加算
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が入院した場合に、事業所の

従業者が共同生活援助計画に基づき、病院に訪問し、当該病院との連絡調整及び被服
等の準備その他日常生活上の支援を行った場合に、月１回を限度として、入院期間の日
数の合計に応じ、所定単位数を算定します。

イ 当該月における入院期間の日数の合計が３日以上７日未満 ： ５６１単位／月
ロ 当該月における入院期間の日数の合計が７日以上 ： １，１２２単位／月

当該加算については、国作成の「平成２６年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ問３９～
４１」を参照してください。

参考

 入院期間に「入院日及び退院日」は含みません。（本体報酬の算定が可能です。）
 体験利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者は算定対象外です。

 イを算定する場合は少なくとも１回以上、ロを算定する場合は少なくとも２回以上は病院を訪問する
必要があります。なお、入院期間が７日以上の場合であって、訪問回数が１回である場合はイを算
定します。

 訪問については、当該加算が算定されない入院２日目までに行っても構いません。

 入院期間が複数月にまたがる場合の当該２月目について、入院日数の合計が３日に満たない場合
は、当該加算の算定はできません。

 支援内容については記録しておく必要があります。
 「長期入院時支援特別加算」を算定する月は、当該加算を算定できません。



長期入院時支援特別加算
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が入院した場合に、事業所の従業

者が共同生活援助計画に基づき、病院に訪問し、当該病院との連絡調整及び被服等の準備そ
の他日常生活上の支援を行った場合に、１月の入院期間の日数が２日を超える場合に、当該
日数を超える期間について、１日につき所定単位数を算定します。

イ 指定共同生活援助事業所の場合 ： １２２単位／日
ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 ： １５０単位／日
ハ 外部サービス利用型共同生活援助事業所の場合 ： ７６単位／日

当該加算については、国作成の「平成２６年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ問３９～
４１」を参照してください。

参考

 入院期間に「入院日及び退院日」は含みません。（本体報酬の算定が可能です。）
 体験利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者は算定対象外です。

 特段の事情がない限り、原則、１週に１回以上は病院を訪問する必要があります。なお、「特段の事
情」とは、利用者の事情により訪問できない場合を主として指します。また、当該特段の事情がある
場合については、その具体的な内容を記録しておく必要があります。

 訪問については、当該加算が算定されない入院２日目までに行っても構いません。

 １回の入院で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大３月まで算
定できます。なお、２月目以降については、当該月の２日目までは算定できません。

 支援内容については記録しておく必要があります。

 「入院時支援特別加算」を算定する月は、当該加算を算定できません。また、「長期帰宅時支援加
算」と同一日に算定できません。



帰宅時支援加算
利用者が共同生活援助計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合に、１月

に１回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定します。
イ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間の日数の合計が

３日以上７日未満 ： １８７単位／月
ロ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間の日数の合計が

７日以上 ： ３４７単位／月

当該加算については、国作成の「平成２６年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ問３９～
４１」を参照してください。

参考

 外泊期間に「外泊の初日及び最終日」は含みません。（本体報酬の算定が可能です。）

 当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等にお
ける生活状況等を十分把握するとともに、その内容について記録する必要があります。また、必
要に応じて計画の見直しを行う必要があります。

 体験利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者は算定対象外です。

 外泊期間が複数月にまたがる場合の当該２月目について、外泊日数の合計が３日に満たない場
合は、当該加算の算定はできません。

 「長期帰宅時支援加算」を算定する月は、当該加算を算定できません。



長期帰宅時支援加算
利用者が共同生活援助計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合に、１月の外

泊期間の日数が２日を超える場合に、当該日数を超える期間について、１日につき所定単位数
を算定します。

イ 指定共同生活援助事業所の場合 ： ４０単位／日
ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助 ： ５０単位／日
ハ 外部サービス利用型共同生活援助事業所の場合 ： ２５単位／日

当該加算については、国作成の「平成２６年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ問３９～
４１」を参照してください。

参考

 外泊期間に「外泊の初日及び最終日」は含みません。（本体報酬の算定が可能です。）

 当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等にお
ける生活状況等を十分把握するとともに、その内容について記録する必要があります。また、必要
に応じて計画の見直しを行う必要があります。

 体験利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者は算定対象外です。

 １回の外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大３月まで
算定できます。なお、２月目以降については、当該月の２日目までは算定できません。

 「帰宅時支援加算」を算定する月は、当該加算を算定できません。また、「長期入院時支援特別加
算」と同一日に算定できません。



地域生活移行個別支援特別加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届出た事業者が、医療

観察法に基づく通院決定を受けてから３年を経過していない者又は矯正施設等を退所等
の後３年を経過していない者に対して、特別な支援に対応した共同生活援助計画に基づ
き、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該利用者
に対し、３年以内の期間において、１日につき所定単位数を算定します。
・地域生活移行個別支援特別加算 ： ６７０単位／日

厚生労働大臣が定める施設基準、対象施設等、必要な支援、その他詳細は「留意事項通知」を参照
してださい。

参考

【対象者の要件】

 医療観察法に基づく通院決定を受けてから３年を経過していない者（通院決定の期間が延長された場合、その延
長期間を限度とする）又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、３年を経過していない者であって、保
護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、共同生活援助事業所を利用することとなった者が対
象です。なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間、居宅で生活した後３年以内に保護観察所又は地域生活
定着支援センターとの調整により、事業所を利用することになった場合、利用開始してから３年以内で必要と認め
られる期間について算定対象となります。

【施設要件】

 人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業員に加えて配置しておく必要はなく、加算対象者受
入れ時に適切な支援を行える人員体制を確保していれば構いません。

 有資格者の配置により、従業者に対する指導体制が整備されている必要があります。
 従業者に対して、年１回以上の研修を実施する必要があります。
 保護観察所等の関係機関との協力体制が整備されている必要があります。
 各加算の要件に該当すれば、当該加算及び福祉専門職員等配置加算の併算定が可能な場合があります。



精神障害者地域移行特別加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た事業者が、精神

科病院に１年以上入院していた精神障害者であって、退院してから１年以内の者に対し、共
同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支
援等を行った場合に、１日につき所定単位数を加算します。

精神障害者地域移行特別加算 ： ３００単位／日

平厚生労働大臣が定める施設基準、対象施設等、必要な支援、その他詳細は「留意事項通知」を参
照してださい。

参考

 運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定共同生活
援助事業所等に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である
従業者を１人以上配置するものとして都道府県知事に届け出る必要があります。

 当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に１年以上
入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから１年以内のものに対し、共同
生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を
行う必要があります。

 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要す者に対する相
談、助言、指導等の援助を行う能力を有する者である従業者による、本人、家族、精神科病院そ
の他関係者からの聞き取り等によるアセスメント及び地域生活に向けた自立訓練（生活訓練）計
画の作成、精神科病院との日常的な連携（通院支援を含む）、対象利用者との定期及び随時の
面談、日中活動の選択、利用、定着のための支援その他必要な支援を行う必要があります。

 ただし、地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合は、算定できません。



強度行動障害者地域移行特別加算
指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に１年以上入所していた者であっ

て当該施設等を退所してから１年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生
活援助計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場
合に、１日につき所定単位数を加算します。

強度行動障害者地域移行特別加算 ： ３００単位／日

厚生労働大臣が定める施設基準、対象施設等、必要な支援、その他詳細は「留意事項通知」を参照
してださい。

参考

 障害支援区分認定調査の結果に基づき、当該認定調査の項目中、行動関連項目につ
いて、算出した点数の合計が10点以上の者であって、指定障害者支援施設等又は指
定障害児入所施設等に１年以上入所していたもののうち、退所してから1年以内の障
害者が対象です。

 サービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研
修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を１以上配置している必要があります。

 生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又は行動援護従
業者養成研修修了者の割合が100分の20以上である必要があります。

 強度行動障害者地域移行特別加算を算定する場合は、重度障害者支援加算を

算定することはできません。



医療連携体制加算
 （Ⅰ）医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、利用者に対して看護を行った場

合 ： ５００単位／日
 （Ⅱ）医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、２～８名の利用者に対して看護

を行った場合 ： ２５０単位／日
 （Ⅲ）医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、認定特定行為業務従事者に喀

痰吸引等に係る指導を行った場合 ： ５００単位／日（看護職員１人当たり）
 （Ⅳ）認定特定行為業務従事者が利用者に喀痰吸引等を行った場合 ： １００単位／日
 （Ⅴ）従業者として又は訪問看護ステーション等との連携により看護師を１名以上確保している場

合 ： ３９単位／日

「認定特定行為業務従事者」とは、社会福祉士及び介護福祉士法附則第３条第１項に規定する者をいいます。
「訪問看護ステーション等」とは、総合支援法施行規則第５７条第３項に規定するものです。
当該加算（Ⅰ）（Ⅱ）については、国作成の「平成２１年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ問１５～２０
及び６２」、「平成２４ ２１年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ問３２」を参照してください。
当該加算（Ⅴ）については、「平成２６年度障害福祉サービス等報酬改定に係るＱ＆Ａ問３３～３８」を参照してくださ
い。

参考

 （Ⅰ）～（Ⅲ）については、あらかじめ医療機関等と委託契約を締結しておく必要があります。また、看護職
員からの看護及び指導は、当該医療機関等の医師の指示により実施されます。

 （Ⅰ）～（Ⅲ）については、同一法人内の別事業所に勤務する看護職員を活用することも可能です。ただし、
当該別事業所の指定基準上の人員配置等を遵守する必要があります。

 （Ⅴ）については、看護師のみ対象のため、准看護師等は不可です。
 （Ⅴ）については、看護師資格を有していれば、世話人等として勤務する場合も可能です。

 （Ⅴ）算定に係る具体的な支援内容は、「利用者に対する日常的な健康管理」「通常時及び特に利用者の
状態悪化時における医療機関等（主治医）との連絡・調整」です。



市単独加算

• 体験利用時はすべて算定対象外です。

• 家賃助成加算を除く市単独加算は市内事業所のみ支
給されます。ただし、県内市外に設置される事業所に
ついては、当該事業所の所在地を管轄する地方公共団
体が定めた基準により支弁します。

• 家賃助成加算は、県内市外事業所にも本市の支弁基準
にて支給されます。

• 日中支援型共同生活援助については、かながわシステ
ムの支払ができないため、本市に御連絡ください。



川崎市単独加算の見直し①
○世話人体制確保加算

支援区分 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

報酬単価 44,992 41,344 35,872 29,488 23,104 14,592

【従来の報酬単価】 ～令和３年９月サービス提供分まで

【見直し後の報酬単価】 令和３年１０月サービス提供分から

支援区分 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

報酬単価 17,328 20,672 24,624 29,488 30,400 31,312

入所施設に入れない障害者の受皿としてグループホーム参入を促進する
必要があるため、グループホームでより重度の障害者の受入が促進する
よう障害支援区分が高いほど単価が高くなるよう見直すとともに、入居者
の通院対応等を評価することを加算の目的としました。



川崎市単独加算の見直し②

○行動障害加算（増額）

（従来の報酬単価） 日額２，０００円 ⇒ （見直し後） 日額２，２００円 ※令和３年１０月～

○地域移行加算（新設）
障害者支援施設、矯正施設、病院

グループホーム

退居して、地域での生活

障害支援施設、矯正施設から退所または、１年以上入院しいし
た人をグループホームで受け入れた場合（地域移行加算Ⅰ）
月額 ５１，４３６円（施設退所後 ６カ月まで） ※１

グループホームを退所して地域で暮らす場合

１回 ３０８，６１６円（地域移行加算Ⅱ） ※２、３

※１ 地域移行加算Ⅰを算定後、１年間は加算を算定後できません。

※２ 地域移行加算Ⅱ（グループホームから地域への地域移行）は対象者につき、１度し
か算定できません。

※３ 退所した後に、他の社会福祉施設等に入所、医療機関に入院した場合は算定でき
ません。



川崎市単独加算の見直し③

○サポートプラン作成に係る加算

【請求について】
・かながわシステムで請求してください。

・サポートプランの作成支援を行い、区（地区）で支給決定又は更新等に
至った月 に請求してください。

・日中の通所先事業所が、作成を行った場合、複数事業所での請求はで
きないため注意してください。

利用（予定）者が、利用者・家族によって、セルフプラン作成が困難な場合、事業所
が、セルフプランの作成支援を行うことを評価する加算となります。

報酬単価 ５，５００円／回

※川崎市単独加算の見直し①～③に係る、加算のサービスコード等については、障害
福祉情報サービスかながわに掲載していますので、御確認の上請求してください。



初期加算
共同生活住居を新設又は増設したことにより、利用者を新規に受け入れた場合、新設日又は増設

日から１年間を限度として算定できます。 【支弁基準第２条第２号】

 単価は月額です。入居者が一時的に外泊又は入院した場合も日割する必要はありませんが、入
退居月については日割する必要があります。なお、日割する場合は、日割額用の請求コードを使
用します。

 新設日又は増設日から起算して１年間が算定可能期間です。当該期間内であれば、利用者が入
れ替わった場合も算定できます。ただし、この場合に期間が延長されるものではありません。

夜間体制加算

入居者に対して夜間帯のサービス提供を行うために必要な夜間支援員の体制を確保する
ことを目的としています。 【支弁基準第２条第３号】

 単価は日額です。障害支援区分５又は６の入居者に対し、夜間帯に支援を行った場合に算
定します。そのため、外泊又は入院した日は算定できません。（帰着日は算定対象日で
す。）

 夜勤、宿直のいずれも対象です。連絡体制又は防災体制の確保のみでは算定できません。
 その他要件については、国の夜間支援等体制加算に準じます。



土日等日中支援加算

日中通所する事業所が開所していない土日等に支援を要する入居者に対してサービスを
行うために必要な世話人体制を確保することを目的としています。 【支弁基準第２条第４号】

 単価は日額です。障害支援区分４、５又は６の入居者に対し、土日等の通所等先が開所等してい
ない日に、日中帯に支援を行った場合に、その支援時間の合計により所定の単価を算定します。

 「日中通所する事業所」は、地域活動支援センターや一般就労先を含みます。
 「土日等」は、祝日や夏季休暇等を含みます。また、事業所側の記念日等で休みの日も含みます。

 支弁基準上に「日中通所する事業所が開所していない土日等」と規定しており、利用者側の都合
により通所を休んだ場合は、算定は不可となります。

 「日中帯」は、９時～１６時程度を想定していますが、当該利用者が平日に通所等している時間を
目安にしてください。

 日額設定ですので、他の障害福祉サービス等（移動支援等）や公的サービスを利用した日は算
定できません。また、個人単位で居宅介護等を利用する者は対象外です。

 サービス提供実績記録票（紙）の備考欄に支援を行った時間を記載してください。
【外出支援について】

 土日等にホーム内で過ごす方を支援するために職員を配置することを評価するもので、外出支
援は他の外出支援サービスが行うものであるという前提で規定しております。

 外出支援を行う場合にも、外出支援ができる事業所が全くないのかどうかを十分に確認してくだ
さい。外出支援ができる事業所があるにも関わらず、ホームで外出支援を行った場合、加算の算
定は原則的に不可とします。

 事業所として外出支援をする場合、個別支援計画に外出支援に係る内容を記載し、事前に利用
者から同意を得る必要があります。

 通所等先が開所しているにも関わらず、グループホームが主催するイベント等のために外出した
ときは算定できません。



特定障害者特別給付費（国の家賃助成）は、
・ 事業所や利用者の障害種別によらず、所得区分要件（生活保護、低所得の者）のみです。
・ 上限額１０，０００円

家賃助成加算
知的障害者又は身体障害者を主たる対象者とする共同生活住居の入居者に対して、事業者に支

払う家賃額を軽減することを目的としています。【支弁基準第２条第５号】

 事業所が主たる対象としている障害種別が身体障害又は知的障害の場合に対象となります。その
ため、利用者の障害種別は問いません。なお、事業所が主たる対象としている障害種別が精神障
害の場合は、別途家賃に係る補助金が支払われているため対象外です。

 支給決定が必要です。上記要件と所得区分要件（低所得、一般所得の者）があります。

 単価は月額です。ただし、入退居月は日割する必要があります。なお、日割する場合は、日割額用
の請求コードを使用します。また、家賃額が加算額に満たない場合も当該コードを使用します。

 長期入院等で利用がない月であっても、利用者が事業所に家賃を支払う必要がある場合は、その
金額の範囲内で算定できます。

 ２７，０００円を上限額とし、家賃額の範囲内で算定します。この際、特定障害者特別給付費の対象
者の場合、当該給付費を先に家賃額から控除し、算定します。

参考

【算出方法】
「利用者が事業所に支払う家賃額（必要な場合は日割）－特定障害者特別給付費」と「２７，０００円（必要
な場合は日割）」とを比較して安価な方の額
・例１：４０，０００円（家賃額）－１０，０００円（特定障害者特別給付費）＝３０，０００円→２７，０００円を算定
・例２：３０，０００円（家賃額）－１０，０００円（特定障害者特別給付費）＝２０，０００円→２０，０００円を算定



行動障害加算
行動上著しい困難を有する入居者を介護する体制を確保することを目的としています。
【支弁基準第２条第６号】

 障害支援区分３以上で、かつ認定調査項目のうち行動関連項目（９項目）の合計点数が６点以上
の行動障害がある者が対象です。

 単価は日額です。当該加算の支給決定がある入居者に対し、支援を行った場合に算定します。そ
のため、外泊又は入院した日は算定できません。（出発日及び帰着日は対象です。）

重複障害加算
障害が重複している入居者に対して支援を行う体制を確保することを目的としています。
【支弁基準第２条第７号】

 知的障害者であり、かつ身体障害者手帳１級または２級を所持している者が対象です。

 単価は日額です。当該加算の支給決定がある入居者に対し、支援を行った場合に算定します。そ
のため、外泊又は入院した日は算定できません。（出発日及び帰着日は対象です。）

 個人単位で居宅介護等を利用する者がその利用をした日は減算（２０％減）します。

重度障害加算
重複障害加算の対象者であり、かつ障害の程度が重い入居者に対して支援を行う体制を確保する

ことを目的としています。 【支弁基準第２条第８号】

 重複障害加算の対象者で、身体障害者手帳１級（上下肢障害、体幹機能障害及び運動機能障害
に限る。）を所持し、障害支援区分５及び６の者が対象です。

 単価は日額です。当該加算の支給決定がある入居者に対し、支援を行った場合に算定します。そ
のため、外泊又は入院した日は算定できません。（出発日及び帰着日は対象です。）

 個人単位で居宅介護等を利用する者がその利用をした日は減算（２０％減）します。



グループホーム関連支援事業
【事業内容】

○ グループホームの利用者支援等に係る個別相談を受けるための窓口を開

設すると共に、川崎市内の障害者グループホームを訪問し、運営上の困りごと
や支援困難な利用者の支援ノウハウ等のコンサルテーションを実施します。
○ コンサルテーションの対応内容は事例としてまとめ、ＨＰ等に公開することで

他のグループホームと情報共有し、地域全体でグループホームにおけるサー
ビスの質の向上を図ります。

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
障がい者グループホーム運営支援窓口
電話 045-514-1263（平日9:00～17:00）
ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-671-0295、 メール gh-soudan@kanafuku.jp

【委託先・窓口】

事業の内容等については下記を御参照ください。

障害福祉情報サービスかながわ⇒書式ライブラリ⇒３．川崎市からのお知らせ⇒１．川
崎市からのお知らせ⇒2021/6/9令和３年度障害者グループホーム支援関連事業につ
いて
・公益社団法人かながわ福祉サービス振興会のホームページ

URL https://www.kanafuku.jp/services/syogaifukushi/kawasaki.html

mailto:gh-soudan@kanafuku.jp
https://www.kanafuku.jp/services/syogaifukushi/kawasaki.html


エラー・警告について



エラー等の確認方法と種類

• 請求期間中、原則２回の仮審査が国保連により実施されます。

• 仮審査で請求情報に不備がありエラー等が発生した場合には、当該請求内容を請求
期間中に見直すことが可能です。

• エラーには請求自体が受付られていない「エラー」と、請求は受付られたが内容に不備
等があり市町村による確認が必要となる「警告」があります。

• エラー内容が「※、 ▲ 、★」で始まるものは警告です。

【エラー等の確認方法】

エラー等にはエラーと警告の２種類があります。
• 国保連請求システムに受付できない「エラー」
• 受付は行われる「警告」

エラー内容を読み、請求内容のうちエラーとして指摘
された部分を各種情報と一致しているか確認ください。

請求内容に誤りが見当たらない場合は、

受給者情報及び事業所情報に関連するエラーは
FAX質問票にて当課までご質問ください。

その他のエラーは国保連ヘルプデスクにお問い合わ
せください。

【エラー等の種類】

事
業
所

国
保
連

請求内容の
１次審査を実施

２
次
審
査

警告

エラー

承認

一次審査返戻

二次審査返戻

請求



エラー等が起きる原因①

①事業所情報と請求情報の不一致

②受給者情報と請求情報の不一致

③請求情報と請求情報の不一致

【エラー等が発生する主な原因】

例えば、
・特定事業所加算の請求区分が異なる。

エラー内容は、体制届上の区分を正しいものとしてエラーと判断します。
よってエラー内容に記されている「～と異なります。」という部分に着目して、請求を修正してください。

請求内容について誤りがない場合は、システム登録上の体制届に相違が生じていますので、先ずは
オンラインで事業所登録情報の確認をしてください。実際の届出とオンラインの登録情報が異なる場
合には、FAX質問票にて当課までご質問ください。

【①事業所情報と請求情報の不一致】

原因 体制届との不一致



例えば、
・区番号が異なる。
・受給者番号が異なる。

エラー内容は国保連登録上の受給者情報を正しいものとしてエラーと判断します。
このエラーが発生した際には、受給者証の内容と入力内容が一致しているかを確認してください。

受給者番号、上限管理事業所番号、上限額、請求コード等、簡単なように思える数字の入力ミスが散
見されます。特に、区番号の入力ミスや途中が相当数ありますので注意してください。受給者番号につ
いては入力ミスのほか、途中で番号が変わったのに前の番号で請求している例が目立ちます。

エラー等が起きる原因②
【②受給者情報と請求情報の不一致】

原因 受給者情報との不一致

【③請求情報と請求情報の不一致】

このエラーの詳細は国保連へ問い合わせることが多いケースになります。
例えば、

・初回加算を算定したが、契約日が２か月前の日付となっている。
エラー内容は請求情報における不一致について、エラーと判断します。

請求システム入力上の誤りが原因の大半と見込まれます。サービスコードの入力ミスや項目入力漏
れ等が散見されますので、注意してください。

原因 請求内容での不一致



標準システムでよくあるエラーとその対応
○請求明細エラーコード

コード メッセージ 原因 対応方法

ＥＣ０１
該当の請求情報は既に受付
済、または請求情報内で重複
する情報が存在しています

同一月の請求情報に、受給者番号・
提供月が同一のデータが複数ある

後から送信したデータを有効にしたいの
ならば、先に送信したデータを取り下げ
てから送信し直す。先に送信したデータ
が正しければ対処する必要なし。

ＥＤ０１
該当の請求情報は既に支払確
定済です

既承認済みの請求データと同一の
受給者番号・提供月・事業所番号の
請求データ送信している

期限までに過誤申立していれば対処す
る必要なし。していなければ、過誤申立
書を当課に送信する（毎月３日受付分
まで当月請求時に処理するため、仮点
検で当該エラーが生じた場合は次月ま
で請求できない）。

ＥＧ０２
受給者台帳にサービス提供年
月時点で有効な受給者の認定
情報が登録されていません

国保連台帳に、入力された受給者
証番号の登録がない

最新の受給者証か確認する。
区番号を確認する。

ＥＧ１２

受給者台帳にサービス提供年
月時点で有効な受給者の利用
者負担上限月額情報が登録さ
れていません

ＥＧ１３

受給者台帳にサービス提供年
月時点で有効な受給者の支給
決定情報が登録されていませ
ん

PP１９
実績記録票に該当するサービ
スが明細書にありません

請求明細書がエラー（否決を含む）
になっている

PP19はほぼ単独では発生しないため、
当該エラーが発生した場合は実績記録
票ではなく、請求明細についてのエラー
か返戻が原因のため、そちらの修正対
応を行う。

①既に支給決定が終了したサービ
スの請求をしている、②受給者証が
更新されていない、③契約情報に終
了したサービスの情報が残っている

①②最新の受給者証を確認し、支給決
定内容と請求情報の差異を確認。内容
に疑義がある場合や支給期間が終了し
ている場合は所管区に相談する。③は
契約情報入力に既に支給決定が終了
したサービスの情報が残っている（契約
終了日の入力がない）場合に生じること
があるので、確認する。



市町村番号、受給者証
番号を再度確認

⇒受給者証（一）面

エラー（警告）発生時の対処法①

 エラー（警告）内容を確認し、当該エラー（警告）が発生
している箇所を確認

市町村番号、受給者証
番号を再度確認
⇒受給者証（一）ページ

当該エラー（警告）は明細、
実績等のどこに発生して

いるのかを確認

どの項目にどのようなエラー（警告）が発生して
いるのかを確認

⇒請求明細の受給者証番号についてのエラー

⇒受給者証を確認。区番号の入力ミス、受給者
証が最新かどうか、を確認する。

どこの⇒請求明細、サービス提供実績記録票
なにに⇒受給者証番号、利用者負担額、等

どんな⇒

 「エラー内容」に※、▲、★があるものは「警告」です。

 支給決定内容は、本市受給者については、毎年誕生日月
の翌月に更新されますので必ず確認してください。

 体制届の対象となる加算については、オンラインで事業所
登録と提出した体制届が一致しているかを確認してくださ
い。

 過年度提供分を遡って請求する場合、当該年度の基準等
が適用されます。地域区分の見直し、一元化、報酬改定等
がありましたので、注意してください。



エラー（警告）発生時の対処法② PP90
 PP90「共同生活援助サービスにおける請求明細書の基本報酬

の回数の合計が実績記録票の明細の合計を超えています。」

 本警告（重度）は、共同生活援助の明細書の基本報酬の「回数」の合計が、実績記録票から判断
される「回数」の合計を超える場合に生じます。

 実績記録票において「外泊（入院）」と入力された日が、外泊（入院）の初日又は最終日でないと判
断され、本体報酬が請求できない可能性がある（＝共同生活住居でサービスを受けていない日で
ある）ものと認識されて、当該警告が発生している例が目立ちます。

 実績記録票において、実態の状況を判断するために、サービス提供の状況が「入院」「外泊」「入
院→外泊」「外泊→入院」のいずれかで、かつ、本体報酬を請求する日については、備考欄に状
況（本体報酬を請求する事由）を記載してください（紙と電子どちらも記載してください） 。

 備考が空欄である場合、「外泊等でホームにいなかった日」であると判断させていただきます

例では、サービス実績記録票において、サービス提供の状況が「３：外泊」とした日について、本体報酬
を請求するために、備考欄に状況（本体報酬を請求する事由）を記載しています。



エラー（警告）発生時の対処法③
 算定要件の再確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該

当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号） （「報酬告
示」）

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該
当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成
１８年障発第１０３１００１号） （「留意事項通知」）

 厚生労働省発出のＱ＆Ａ（令和３年度制度改正分）
 厚生労働省ＨＰ＞政策について >分野別の政策一覧 >福祉・介護 >障害者福祉 >令和３年度障害福祉サービス

等報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html

■ サービスコード表
 厚生労働省ＨＰ＞政策について >分野別の政策一覧 >福祉・介護 >障害者福祉 >障害者自立支援給付支払等シ

ステム関係資料 >報酬算定構造・サービスコード表等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644_00016.html

 全国標準システムの入力方法等がわからない
 国保中央会電子請求ヘルプデスク

 E-mail mail@support-e-seikyuu.jp
TEL： 0570-059-403 FAX： 0570-059-433

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644_00016.html
mailto:E-mailmail@support-e-seikyuu.jp


エラー（警告）発生時の対処法④

 市単独加算サービスコード表
障害福祉情報サービスかながわ（らくらく）＞書式ライブラリ＞３．川崎市からのお知らせ＞１．川崎市
からのお知らせ＞2021/04/30付け「令和３年度共同生活援助サービスコードについて」

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?scategory=126&category=105&topid=3

 かながわシステムの入力方法等がわからない
 かながわ国民健康保険団体連合会

 かながわシステムの掲示板に「かながわ自立支援給付等支払システム操作マニュアル」が掲載さ
れています（平成２６年４月付け）

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?scategory=126&category=105&topid=3


その他



受給者手帳（例）

表紙 内容



参考資料

参考資料①（サービス提供実績記録票）
 サービス提供実績記録票の記載例です。

「様式１８－１」は、介護サービス包括型及び外部サービス利用型の共通様式です。

「様式１８－２」は、外部サービス利用型で受託居宅介護を利用した場合に必要となる様式です。

次の場所に掲載しています。

〇 障害福祉情報サービスかながわ（らくらく）＞書式ライブラリ＞３．川崎市からのお知らせ＞

１．「川崎市からのお知らせ」＞「１０．各種様式」＞ 「 ２．請求等に関する様式」＞ 「2021/05/26付け『令和３年度報
酬改定に伴うサービス提供実績記録票の様式について』」

参考資料②（過誤申立・請求取下依頼書）
 過誤申立書の記載例です。次の場所に掲載しています。

〇 「川崎市からのお知らせ」＞「１０．各種様式」＞ 「 ２．請求等に関する様式」＞ 「2018/07/11付け『過誤申立書
（2020年3月改定版）』」

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?scategory=126&category=105&topid=3

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?scategory=126&category=105&topid=3


その他の参考資料

 障害福祉サービス等報酬に関すること

 厚生労働省ＨＰ > 政策について > 分野別の政策一覧>福祉・介護 > 障害者福祉 >
令和３年度障害福祉サービス等報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html

※省令、告示、通知、事務連絡及びQ&Aが掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html


川崎市健康福祉局危機管理担当



•災害対策関係の各種計画について

•洪水・土砂災害のリスクについて

•災害時情報共有システムについて

（国システム、川崎市独自システム）

本日の次第



お知らせ

災害対策関係の各種計画について

設置運営基準に係る業務継続計画（BCP）

及び非常災害対策計画等の策定



防災関係各種計画について
業務継続計画（BCP）（障害者総合支援法）

非常災害対策計画（障害者総合支援法）

避難確保計画（水防法等）

消防計画（消防法）

・指定をうけて障害サービスを実施する施設・事業所においてサービス毎に作成義務有
（令和3年4月改正）

・令和6年3月31日まで経過措置あり。

・指定をうけて障害サービスを実施する施設・事業所のうち、入所系施設・通所系施設について
サービス毎に作成義務有
・今年度改正により、訓練への地域住民の参加が努力義務化

・非常災害計画作成対象のうち、市町村地域防災計画に規定された施設・
事業所（川崎市洪水ハザードマップ・土砂災害ハザードマップの被災想定
区域に該当する施設・事業所）について作成義務有

・作成したものを川崎市（危機管理本部）に提出義務有

・入所施設（短期入所・GH含む）の場合、収容人員が10人以上、
通所施設の場合、収容人員が30人以上の施設について、作成義務有。

・作成したものを消防署に提出義務有



業務継続計画（BCP）について

（２）作成対象
指定障害サービスを提供する全施設・事業所

（１）概要
BCP（ビー・シー・ピー）とは Business Continuity Plan の略称で、業務継続計画などと訳されます。

新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困
難になります。

まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらか
じめ検討した方針、体制、手順等を示した計画のことです。

＜令和３年４月から策定の義務化（経過措置として令和６年３月３１日までは努力義務化）＞

（３）作成にあたって

厚生労労働省のホームページに公開されている障害福祉サービス事業所等における自然災害発
生時の業務継続ガイドライン等を御確認いただき、作成する。

・障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html

・障害福祉サービス事業所等における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html


非常災害対策計画について
（１）作成対象

次のサービスを実施する施設・事業所
・入所系施設：施設入所支援、短期入所、共同生活援助、療養介護、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

・通所系施設：生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型、
就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

（２）これまでの規定内容と令和3年度の変更点

基準 現行 今回改正

①消火設備その他非常災害に必要な設備を設ける 義務 義務

②非常災害に対する具体的な計画作成 義務 義務

③非常災害計画の発生時の関係機関への連絡体制の
整備と定期的な従事者への周知

義務 義務

④避難訓練の実施 定期的 定期的

⑤救出その他必要な訓練の実施 定期的 定期的

⑥訓練（④、⑤共に）への地域住民の参加 （規定なし） 努力義務



要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、
『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。

避難確保計画について

要配慮者利用施設

浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設の管理者等は
避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。

計画作成の手引きやひな形を用意しています。詳しくは川崎市ホームページでご確認ください
出典︓国土交通省資料 抜粋・一部加工

令和3年の法改正で、避難確保計画に基づいた避難訓練を実施した
場合、その結果を市町村長に報告することが義務化されました。



各種計画に関するお問い合わせ先について

・業務継続計画（BCP）・非常災害対策計画
健康福祉局障害福祉部障害者施設指導課
TEL：044-200-0082

・避難確保計画
危機管理本部初動対策担当
TEL：044-200-2841

・消防計画
管轄消防署予防課





：多摩川流域
：鶴見川流域

鶴見川

多摩川
東京都

稲城市

町田市

横浜市

川崎市の水系



多摩川浸水想定



浸水ハザードマップ（例︓川崎区）



洪水ハザードマップ（浸水深）の見方



家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）とは・・・
河川の氾濫が発生した場合に、標準的な
木造家屋の流出等の危険性がある区域の
目安を示すものです。

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）



家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）とは・・・
河岸が侵食された場合に、家屋の倒壊・流出等の
危険性がある区域の目安を示すものです。

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）



ハザードマップを確認するには

○ ガイドマップかわさき
川崎市が作成したインターネット上のマップ。
防災だけでなく様々な情報を見ることがで
きる。

ガイドマップかわさき で検索！

スマホ版ＰＣ版



自宅や各施設の危険性を正しく理解し、
適切な避難行動をとることが重要です！

① 情報の意味を知っておきましょう

⇒ 大雨警報？ 避難判断水位？ 避難指示？ ・・・

② 正しい情報を入手しましょう

⇒ メールニュースかわさき？ 緊急速報メール？ ・・・

③ 施設や訪問先の状況に応じた避難行
動を考えて おきましょう
⇒ 施設の中？ 他の施設？ ・・・

河川の氾濫から身を守るために



避難情報の変更



地震はある日突然に起きる。
風水害は事前に予測できる可能性がある。

風水害は事前に危険
が予測できる

地震と風水害との大きな違い



ホームページ
メール

ツイッター

アプリ

防災行政無線

防災テレホンサービス

0120-910-174
（県内固定電話用／無料) 

044-245-8870
（携帯用／有料)

かわさきFM

79.1

地デジ（TVK）
ケーブルテレビ

情報の入手は自分に合った方法で



洪水からの避難行動の考え方

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）とは

河岸が侵食された場合に、家屋の倒壊や流出などの危険がある区域を示
したものです。
家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）とは

河川が氾濫した場合に、一般的な木造家屋が倒壊する危険のある区域を
示したものです。





資料提供
NPO法人土砂災害防止広報センター

雨や地震などの
影響により、
急激に斜面が
崩れ落ちること

がけ崩れ

合計750カ所以上の危険区域がある



土砂災害特別警戒区域とは



急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に
作用する力の大きさが、通常の建築物が
土石等の移動に対して住民の生命又
は身体に著しい危害が生ずる
おそれのある崩壊を生ずる
ことなく耐えることの
できる力を上回る区域
〜土砂災害防止法施行令第三条より〜

… つまり土砂崩れで家が崩壊する危険性が高い地域のこと

※令和3年度より川崎区以外の区で指定があります。詳しくはハザードマッ
プをご覧ください。

土砂災害特別警戒区域とは



がけ崩れは大雨の時に
起きるとは限らない。

① 小雨でも、何日も降り続けば、がけ崩れ
発生の危険は高まる。

② 地中の水分量が危険な値に達したときに
土砂災害警戒情報が発表される。

がけ崩れの危険を知る



土砂災害からの避難行動の考え方

水平避難

屋内待機（崖の反対側へ）

垂
直
避
難



お知らせ

国災害時情報共有システム及び

川崎市災害時情報共有システム(E-Welfiss)

について



•報告対象は指定サービスを実施する全施設・事業所

• 災害発生時に、事業所の被災状況を事業所と自治体、国（厚生
労働省）の間で情報共有するためのシステム

• 国を通じて被災状況の報告を求められた際に、事業所のパソコン
やスタッフのスマートフォンを使って、事業所の被害状況を的確
に、簡単に知らせることができる

• 自治体・国では、事業所から報告された被災状況を速やかに確
認・把握した上で、必要な支援につないでいく

※ 当概システムはWAM-NETを利用します。

※ 災害時情報共有システムは一般には非公開です。

国災害時情報共有システムの概要



国災害時情報共有システムの利用の流れ

アクセスの際に
ID、PWは不要



川崎市高齢者･障害者施設等情報共有システム(E-Welfiss)の概要

川崎市高齢者・障害者施設等情報共有システム(E-Welfiss)は、災害発生時における

• 市と施設間での連絡の体制を確立

• 施設からの支援要請、被災状況、備蓄物資等の適切な状況把握

• 本市と協定締結した二次避難所の開設状況、受入れ可能人数等の把握

• 各施設間および関係団体との円滑な情報共有

これらを目的とした情報共有システムです。

• 国システム同様、

パソコン・スマートフォン等からの

アクセスが可能

• 正式版は令和4年7月から

運用開始

＜システムの対象は、施設系サービス（短期入所含む）＞

※GHについては時期未定ながら今後対象とする予定



E-Welfissの運用イメージ



令和４年度
障害福祉サービス事業所等集団指導
虐待防止に係る取組みと身体拘束等の
適正化に係る取組みについて

川崎市健康福祉局

障害保健福祉部障害者施設指導課
事業者指導担当
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1 導入

厚生労働省資料：令和３年度報酬改定による改正内容



1 導入

厚生労働省資料：令和３年度報酬改定による改正内容



２ 令和４年度から義務化となる項目

【虐待防止に係る取組み】

・虐待防止委員会の定期開催及び従業者への検討結果の

周知徹底の義務化

・従業者への研修の実施

・虐待防止のための責任者の設置

【身体拘束等の適正化に係る取組み】

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（以下

「身体拘束適正化検討委員会」という。）の開催及び従業者

への検討結果の周知徹底の義務化

・指針の整備

・定期的な研修の実施



３ 虐待防止に係る取組み

【虐待防止に係る取組み】

・虐待防止委員会の定期開催及び従業者への

検討結果の周知徹底の義務化

・従業者への研修の実施

・虐待防止のための責任者の設置



３ 虐待防止に係る取組み

〇虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応が図られるための必要な措置に

ついて、運営規程に以下の内容を盛り込む必要があります。

① 虐待防止委員会の設置

② 従業者に対する虐待防止研修の実施

③ 虐待防止責任者の選定

④ 苦情解決体制の整備

⑤ 成年後見制度の利用支援（⑤については障害児通所支援事業所を除く）

運営規程に全て列挙する必要はありませんが、「虐待の防止のための措置」に

ついては定めが必要となります。

※具体的な運営規程の作成例については「障害福祉情報サービスかながわ」に

掲載されていますので、確認してください。



４
虐待防止委員会の定期開催及び
従業者への検討結果の周知徹底の義務化

〇虐待防止委員会の役割（１）

虐待防止員会の役割は
・虐待防止のための計画づくり（虐待防止の研修・労働環境・条件を確認・改善するための
実施計画づくり、指針の作成）

・虐待防止のチェックとモニタリング（虐待が起こりやすい職場環境の確認等）
・虐待発生後の検証と再発防止策の検討（虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、
再発防止策を検討、実行）

の３つがある。

虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の虐待
防止担当者（必置）を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利用者やその家
族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えることが望ましい。

なお、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可であるため、事業所の規模に応じた対応を
検討すること。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく（略）事業等の人員、
設備及び運営に関する基準について」抜粋



４
虐待防止委員会の定期開催及び
従業者への検討結果の周知徹底の義務化

〇虐待防止委員会の役割（２）

虐待防止委員会の開催に必要となる人数については事業所の管理者や虐待防止担当者（必置）が
参画していれば最低人数は問わないが、委員会での検討結果を従業者に周知徹底することが必要で
ある。

なお、虐待防止委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが必要であるが、身体拘束等適正化
検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員
会と一体的に設置・運営することも差し支えない。

（略）周知徹底する目的は、虐待防止のための対策について、事業所全体で情報共有し、今後の未然
防止、再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに
留意することが必要である。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく（略）事業等の人員、
設備及び運営に関する基準について」抜粋



４
虐待防止委員会の定期開催及び
従業者への検討結果の周知徹底の義務化

〇虐待防止委員会の役割（３）

具体的には、次のような対応を想定している。
ア 虐待（不適切な対応事例も含む）が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備

すること。
イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待に

ついて報告すること。
ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等を

とりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。
オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された

内容を集計、報告し、分析すること。
カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検討すること。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく（略）事業等の人員、
設備及び運営に関する基準について」抜粋



４

〇虐待防止委員会の運用

（従業者）

虐待や不適切な対応事例を記録し、虐待防止委員会へ報告

↓
（虐待防止委員会）

報告された事例について、状況を分析し、再発防止策、

検討結果を従業者に周知・徹底

↓
再発防止策を行った結果の検証を行う。

虐待防止委員会の定期開催及び
従業者への検討結果の周知徹底の義務化



４

〇虐待防止委員会のまとめ

・委員会は定期的（年１回以上）に開催し、記録を残すこと。
・委員の責務及び役割分担を明確にしておくこと。
・虐待防止担当者（必置）を決めておくこと。
・委員会の開催に必要となる人数は虐待防止担当者と
管理者が参加していれば、最低人数を問わない。

・利用者やその家族、 外部の第三者を加えることが望ましい。
※望ましいとありますが、本市としてはできるだけ第三者を

加えて検討することを推奨します。
・事業所単位ではなく、法人単位での設置も可能。
・身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営可能。

虐待防止委員会の定期開催及び
従業者への検討結果の周知徹底の義務化



５

〇従業員への研修について

（略）従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基礎
的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては
当該指針に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、（略）虐待防止委員会が作成した
研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施（年１回以上）するとともに、新規採用
時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。

また、研修の実施内容については記録することが必要である。なお、研修の実施は、
施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に
事業所が参加した場合でも差し支えない。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく（略）
事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」抜粋

従業者への研修の実施



５ 従業者への研修の実施

〇研修の実施まとめ

・虐待防止委員会が作成した研修プログラムに沿って、
定期的に（年１回以上）研修を実施。

・研修の実施記録（内容・日時・参加者）が必要。
・新規採用時には虐待防止の研修を実施。
・研修対象者は関係職員全員に対して実施することが
望ましい。（常勤・非常勤、福祉職等に限らず、給食調理、
事務、運転、宿直管理などの業務を担う職員等も対象）

・内部研修と外部研修のどちらを行っても差し支えない。
・虐待防止の指針（※）を定めている事業所は指針を周知・

徹底。



６ 虐待防止の指針について

〇虐待防止の指針（※）とは
事業所は以下７つの項目を含む「虐待防止のための指針」を作成することが
望ましいとされています。

（略）次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい。

ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
オ 虐待発生時の対応に関する基本方針
カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく（略）
事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」抜粋



７ 虐待防止のための責任者の設置

〇虐待防止のための責任者の配置

・虐待防止委員会や虐待防止研修の定期開催

について、適切に実施するための虐待防止担

当者を配置することが義務化されます。

※相談系サービスにおいては相談支援専門員

を虐待防止担当者とすること。



８ 身体拘束等の適正化に係る取組み

【身体拘束等の適正化に係る取組み】

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（以下「身体拘束適正化検討委員会」という。）

の開催及び従業員への検討結果の周知徹底の

義務化

・指針の整備

・定期的な研修の実施



８ 身体拘束等の適正化に係る取組み

〇身体拘束等の適正化について

・身体拘束等の適正化を含む、障害者虐待の防止に

ついては、次の厚生労働省からの手引きを必ず参照

すること。

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対
応の手引き」

（令和４年４月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課地域生活支援推進室）

https://www.mhlw.go.jp/content/000944498.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000944498.pdf


９

身体拘束適正化検討委員会の役割（１）

（略）「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体拘束適正化検討委員会」と
いう。）は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の責務及び役割分担を明確にする
とともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。身体拘束
適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策として、医師（精神科
専門医等）、看護職員等の活用が考えられる。また、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置
も可能であるため、事業所の規模に応じた対応を検討すること。

なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも１年に１回は開催することが望ましいが、虐待防止委
員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員会と一
体的に設置・運営すること（虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も
含む。）も差し支えない。

（略）報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束等の適正化について、事業所
全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない支援方法につなげる
ためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく（略）事業等の人員、
設備及び運営に関する基準について」抜粋

身体拘束適正化検討委員会の定期開催
及び従業者への検討結果の周知徹底の義務化



９

身体拘束適正化検討委員会の役割（２）

身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定して
いる。
ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。
イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、

アの様式に従い、身体拘束等について報告すること。
ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析

すること。
エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等

の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
カ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく（略）
事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」抜粋

身体拘束適正化検討委員会の定期開催
及び従業者への検討結果の周知徹底の義務化



９

〇身体拘束適正化検討委員会の運用

（従業者）
身体拘束の状況（態様・時間・利用者の心身の状況・緊急
やむを得ない理由等）を記録し、身体拘束適正化委員会
へ報告

↓
（身体拘束適正化検討委員会）
報告された事例について、状況を分析し、結果を従業者に
周知・徹底

↓
適正化策を行った結果の検証を行い、再発防止や拘束等
を行わない支援方法の検討に繋げる。

身体拘束適正化検討委員会の定期開催
及び従業者への検討結果の周知徹底の義務化



９

〇身体拘束適正化検討委員会の留意点

・委員会は定期的（年１回以上）に開催し、記録を残すこと。

・委員の責務及び役割分担を明確にし、専任の身体拘束

等の適正化対策の担当者を決めておくこと。

・委員は事業所に従事する幅広い職種により構成すること。

・外部の第三者や専門家を加えることが望ましい。

※望ましいとありますが、本市としてはできるだけ第三者を

加えて検討することを推奨します。

・事業所単位ではなく、法人単位での設置も可能。

・虐待防止委員会と一体的に設置・運営可能。

身体拘束適正化検討委員会の定期開催
及び従業者への検討結果の周知徹底の義務化



１０ 身体拘束等の適正化のための指針の整備

〇身体拘束等の適正化のための指針の整備について

（略）「身体拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこと

とする。

ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

（略）事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」抜粋



１１ 定期的な研修の実施

〇研修の実施について

（略）従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身体拘束等の
適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、（略）事業所における指針に基
づき、適正化の徹底を図るものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、（略）事業所が指針に基づいた研修プログラム
を作成し、定期的な研修を実施（年一回以上）するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等
の適正化の研修を実施することが重要である。

また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、
事業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログ
ラムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修に
おいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実
施しているものとみなして差し支えない。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
（略）事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」抜粋



１１ 定期的な研修の実施

〇研修の実施まとめ

・身体拘束等の適正化のための指針に基づいた研修プログラムに沿って、

定期的に（年１回以上）研修を実施。

・研修の実施記録（内容・日時・参加者）が必要。

・新規採用時には身体拘束等の適正化の研修を実施。

・身体拘束等の適正化の内容を盛り込み他の研修と一体的に実施しても差

し支えないが、研修の記録に当該内容を行った旨を記録しておくこと。

（例）虐待防止研修の中に身体拘束等適正化の内容を盛り込み研修を実施

する。



１２ 身体拘束等の適正化に係る流れ

①個別支援会議等において身体拘束
等が必要かどうか組織として慎重に検

討・決定。

②身体拘束等を行う場合には、個別支
援計画に身体拘束等の態様及び時間、

緊急やむを得ない理由を記載する。

③本人・親族等への十分な説明を行う。

④行政への報告・相談

⑤必要な事項の記録

⑥実施後、身体拘束等適正化検討委
員会へ報告する。委員会内でその是非
について検討し、結果を従業者へ周知。

〇やむを得ず身体拘束等を行う際の手順（イメージ）

上記の流れによって身体拘束実施の透明化につながります。



１２ 身体拘束等の適正化に係る流れ

① 個別支援会議等において身体拘束等が必要かどうか組織として慎重に

検討・決定

・やむを得ず身体拘束等を行う場合には、個別支援会議等において組織と

して慎重に検討・決定する必要があります。この場合、管理者、サービス

管理責任者、児童発達支援管理責任者、運営規程に基づいて選定されて

いる虐待の防止に関する責任者等、支援方針について権限を持つ職員が

出席していることが大切となります。また、必要に応じて相談支援専門員

の同席も検討します。

（「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」令和４年
４月 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援
推進室 抜粋）



１２ 身体拘束等の適正化に係る流れ

② 身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び

時間、緊急やむを得ない理由を記載する。

・身体拘束を行う場合には、個別支援計画に身体拘束の態様及び時間、緊

急やむを得ない理由を記載します。これは、会議によって身体拘束の原因

となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた取組方針や

目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定していくために行うも

のとなります。ここでも、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検

討することが重要となります。

（「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」令和４年
４月 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援
推進室 抜粋）



１２ 身体拘束等の適正化に係る流れ

③ 本人・親族等への十分な説明を行う。

・身体拘束を行う場合には、手続の中で、適宜利用者本人や家族に十分に

説明し、了解を得ることが必要となります。

（「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」令和４年
４月 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援
推進室 抜粋）



１２ 身体拘束等の適正化に係る流れ

④ 行政への報告・相談

・行動制限・身体拘束する場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政

に相談・報告して、行動制限・身体拘束も含めた支援についての理解を得

ることも重要です。行動障害のある利用者支援の中で、事業所で様々な問

題を事業所で抱え込んでしまうことがあります。事業所で抱え込まないで、

関係する機関と連携することで支援について様々な視点からのアドバイス

や情報を得ることができます。行政に相談・報告することで、支援困難な事

例に取り組んでいる実態を行政も把握できることになります。また行動改善

の取り組みの進捗についても定期的に報告することで、組織的な行動改善

に向けた計画的に取り組みの推進を図ることに繋がります。

（「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」令和４年
４月 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援
推進室 抜粋）



１２ 身体拘束等の適正化に係る流れ

⑤ 必要な事項の記録

・身体拘束等を行った場合は、必ず記録をする必要がある。

・記録の内容は以下を記載する。

（１）実施した身体拘束等の方法を具体的、時系列的に、検証可能なように

詳細な態様

（２）時間（始期及び終期）

（３）身体拘束等を行った際の利用者の心身の状態

（４）緊急やむを得ない理由（切迫性・非代替性・一時性）

⑥ 実施後、身体拘束等適正化検討委員会へ報告する。委員会内でその

是非について検討し、結果を従業者へ周知。



１３ 身体拘束等の適正化に係る注意事項

〇やむを得ず身体拘束を行う場合、以下の３要件を全て満たすこと。

切迫性＝利用者本人、他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる

可能性が高い状態。身体拘束等を行う悪影響を勘案し、なお、拘

束等が必要な程度であること。

非代替性＝身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がない

こと。その方法も最も制限が少ない方法を選択する必要がある。

一時性＝身体拘束等が一時的、必要とされる最も短い拘束時間を想定する

こと。



１３ 身体拘束等の適正化に係る注意事項

〇やむを得ず身体拘束等を行う際の注意事項

・身体拘束等を行う手順（説明・記録・委員会での議論等）を確認すること。

・身体拘束等を行う判断は、管理者等を含め組織的に、かつ慎重に行うこと。

・個別支援計画等に身体拘束等の内容を記載する、記載できない場合など

は実施の都度、実施する身体拘束等の内容を親族等に説明し、了解を

得ること。

※個別支援計画に記載する際には、拘束する時間帯だけでなく、いつまで

かという「期間」も記載すること。

・身体拘束等の実施後は、身体拘束等適正化検討委員会に報告し、その実

施の是非を検討し、その結果を従業者に周知するとともに、研修に活用

すること。

・要件を満たさない場合、身体拘束廃止未実施減算があることに留意する。



１４ 身体拘束廃止未実施減算について

〇身体拘束廃止未実施減算について（１）

●要件を満たさない場合、５単位／日（利用者ごとに）減算

（事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、利用者全員

が減算）

ポイント

① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。



１４ 身体拘束廃止未実施減算について

〇身体拘束廃止未実施減算について（２）

（１） 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援
→ 令和５年３月３１日までの間は前スライドの①～④のいずれかに該当

する場合であっても減算しない。

（２） その他サービス（※）
→ 令和５年３月３１日までの間は前スライドの②～④のいずれかに該当

する場合であっても減算しない。

（※）その他のサービス
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練
（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援
Ｂ型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅
訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療
型障害児入所施設



１４ 身体拘束廃止未実施減算について

〇身体拘束廃止未実施減算について（３）

その他サービス（※）については
身体拘束等に係る記録が行われていない
場合、減算の対象となります。
（すでに適用開始しています。）

※ 身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについては、厚生労働省社会・援
護局 障害保健福祉部障害福祉課から通知されている「障害福祉サービス
等報酬に関するＱ＆Ａ（平成３１年３月２９日付）」を参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000498177.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000498177.pdf


１５ その他

〇よくある質問

Ｑ１

身体拘束等の適正化に係る記録で、必ず個別支援計画に記載しなければ
ならないのか。

Ａ１

基本的には個別支援会議等で検討し、その上で個別支援計画に記載する
必要があります。しかし、どうしても個別支援計画に記載できない場合（保護
者の同意等が得られない場合など）は、身体拘束等を実施した際の記録を
取り、後日保護者等に十分な説明を行ってください。また、緊急的に身体拘
束等を行った場合も同様になります。



１５ その他

〇よくある質問

Ｑ２

身体拘束等の適正化に係る記録の様式等は決まったものがあるのか。

Ａ２

ありません。

法人（事業所）ごとに必要項目を記録できる様式を作成し、記録として残せる
ようにして下さい。神奈川県のホームページにも作成例などが載っています
ので、参考にしてください。



令和4年度集団指導

障害者虐待の防止と対応について

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課



■障害者虐待防止法の成立(これまでの経緯)

平成12年
児童虐待の防止等に関する法律成立

平成13年
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）成立

平成17年11月
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律成立
附則2項
「高齢者〔65歳以下の者〕以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とす
るもの」（障害者等）に対する虐待の防止等のための制度については、速やかに検討が加え
られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨が定められた。

→平成１８年４月施行

平成23年6月
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律成立
＊ 全都道府県が「障害者権利擁護センター」の業務を開始。また、合わせて全市町村が

単独又は複数の市町村で共同して「市町村虐待防止センター」の業務を開始。
→平成２４年１０月施行



■障害者虐待防止法とは

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって
障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁
止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者
に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に
関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

目 的(法第１条)

※施行は平成２４年１０月

１「障害者」とは、身体・知的・精神 障害
その他の心身の機能の障害がある者であって、
障害及び社会的障壁により継続的に日常生
活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあ
るものをいう。

２「障害者虐待」とは次の３つをいう

①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による虐待

定 義



■障害者虐待における加害行為の分類

① 身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴
行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

② 性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせ
つな行為をさせること。

③ 心理的虐待 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の
障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④ 放棄・放任
障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護
者以外の同居人など（※）による①から③までに掲げる行為
と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

⑤ 経済的虐待
障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不
当に財産上の利益を得ること（障害者の親族による行為が含
まれる）。

※④について、施設であれば他の利用者、企業等であれば他の労働者に該当する。



■虐待の発見と通報等に関する規定

①早期発見

国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事務を所掌する部局その他の関係機
関は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることに鑑み、相互に緊密な連携を図
りつつ、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。 （第６条第１項）

障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のあ
る団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、
弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発
見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければなら
ない。（第６条第２項）

②通報

養護者による障害者虐待（十八歳未満の障害者について行われるものを除く。）
を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しな
ければならない。（第７条第１項）

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した
者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。（第１６条第１項）

使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、
これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。（第２２条第１項）



■虐待の発見と通報等に関する規定

通報義務 障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、
速やかにこれを市町村に報告しなければならない

市町村虐待防止センター



■虐待通報と通報者の保護

（１）障害者虐待防止法による通報者の保護
①刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、障害者福祉施設従事

者等による障害者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと
（第16条第3項）。

②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の通報等を行った従業者等、通報等を
したことを理由に、解雇その他不利益な取扱を受けないこと（第16条第4項）。
（通報が虚偽であるもの及び一般人であれば虐待であったと考えることに合理性

がない「過失」による場合は除く。）

（２）公益通報者保護法による通報者の保護

労働者が、事業所内部で法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を①事業
所内部、②行政機関、③事業所外部に対して所定の要件を満たして公益通報を行っ
た場合（例えば行政機関への通報を行おうとする場合には、①不正の目的で行われ
た通報でないこと、②通報内容が真実であると信じる相当の理由があること、の2
つの要件を満たす場合）、通報者に対する保護が規定されている。



■障害者虐待防止等のスキーム

川崎市の市町村虐待防止センターでの対応の流れは以下のとおり

市(区)への直接通報・届出
（対面相談・電話）

川崎市虐待通報ダイヤル

相談支援センター
への

通報・届出

通報

本人

もしくは

虐待の
疑いに

気付いた人

虐待の
疑いに

気付いた人

本人

相談支援センター
での

相談受付票起票

通
報
受
理
の
判
断

担当所管課による
コアメンバー会議の実施

緊急性の判断
(コアメンバー会議)

緊
急
性
の
確
認

事
実
確
認

方
針
の
決
定

安
全
確
認
・
事
実
確
認
の
実
施

支援の計画・実行
（個別ケース会議）

担当所管課による
個別ケース会議の実施

虐
待
事
実
の
確
認

支
援
方
針
・
内
容

の
決
定

各
機
関
の
役
割
の

を
決
定

支
援
（
働
き
か
け
）
の
実
行

初期判断 ＝ 直ちに行う

養護者による障害者虐待への対応
障害福祉施設従事者等による障害者虐待への対応

使用者による障害者虐待への対応 労働局・労働基準監督署対応



■川崎市における障害者虐待の対応主体

養護者虐待

施設虐待 使用者虐待

川崎区地域みまもり支援センター高齢・障害課
大師地区健康福祉ステーション（精神障害を除く）
田島地区健康福祉ステーション（精神障害を除く）
幸区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課
中原区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課
高津区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課
宮前区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課
多摩区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課
麻生区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課

健康福祉局障害保健福祉部障害計画課健康福祉局障害保健福祉部施設指導課
健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
健康福祉局障害保健福祉部精神保健課健康福祉局障害保健福祉部精神保健課
健康福祉局障害保健福祉部

障害者社会参加・就労支援課
健康福祉局障害保健福祉部

障害者社会参加・就労支援課



■障害者虐待防止対応事業について

虐待通報ダイヤル（２４時間３６５日受付）事業

成年後見制度利用推進事業 障害者虐待防止法啓発活動



■障害者虐待防止法と施設従事者

関係者
・ 障害福祉施設、学校、医療機関、保健所、障害者福祉関係団体
・ 障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、

弁護士、使用者 等

これらの関係者は、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するよう
努めなければならない（第6条第3項）。

障害者虐待の防止等に対する各主体の責務等

障害者福祉施設の設置者等
障害福祉施設従事者等の研修の実施、苦情処理体制の整備など障害者福祉施設

従事者等による虐待の防止等のための措置（第15 条）



■施設従事者向け虐待対応手引き

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き

現時点での最新版は
令和４年４月発行



令和３年度障害福祉サービス等報酬改定について



令和３年度障害福祉サービス等報酬改定について(2)



令和２年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

・上記は、令和2年4月１日から令和3年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。
・カッコ内については、前回調査(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)のもの。
・都道府県労働局の対応については、令和3年８月27日雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室のデータ
を引用。（「虐待判断件数」は「虐待が認められた事業所数」と同義。）

【調査結果（全体像）】

養護者による
障害者虐待

障害者福祉施設従事者等
による障害者虐待

使用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への
相談・通報件数

6,556 件
(5,758 件)

2,865 件
(2,761 件)

564 件
(591 件) 虐待判断

件数
401 人

(535 人)市区町村等による
虐待判断件数

1,768 件
(1,655 件)

632 件
(547 件)

被虐待者数 1,775 人
(1,664 人)

890 人
(734 人) 被虐待者数 498 人

(771 人)

■全国虐待通報統計





■川崎市内における障害者虐待統計

令和元年度 令和2年度

通報 認定 通報 認定

養護者による障害者虐待 ３４ ２０ ２９ ２０

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 ２０ ５ １６ ６

使用者による障害者虐待 １ ー １ ー

合計 ５５ ２５ ４６ ２６

障害者虐待種別

※川崎市の使用者虐待統計は市にて受理したもののみ。認定判定は県への通報義務に留まるため集計の対象外とする。



■川崎市障害者虐待通報ダイヤル

障害者の虐待にかかわる通報や届出は

川崎市障害者虐待通報・受付専用ダイヤル・専用ＦＡＸへ

虐待
通報

虐待
以外

の相談
等

間違い
等

総件数 うち
FAX件

数

令和
元年度

５２ ５２ ７ １１１ ２

令和
２年度

２８ ５６ ３ ８７ ０



障害者差別解消法について



■障害者差別解消法とは

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別
の解消を促進することを目的として、平成２８年４月より施行されています。

障害のある方から、配慮をしてほしいという意思表明があった場合に
過重な負担とならない範囲で、その配慮を行うこと。

不当な差別的
取扱い

合理的配慮の
提供

行政機関 禁止 法的義務

民間事業者 禁止 努力義務

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり
制限したり、条件をつけたりするような行為の禁止。

不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の提供

令和６年６月までに
民間事業者も
義務化されます︕



■障害者差別解消法とは

障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン

●不当な差別的取扱い・合理的配慮の基本的考え方
●「正当な理由」の考え方
●「過重な負担」の考え方
●不当な差別的取扱いと考えられる例
●合理的配慮と考えられる例

要CHECK︕︕

ガイドラインは厚生労働省ホームページに
掲載されています︕必ず御確認ください︕

厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞
障害者福祉＞厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進

または
「福祉従事者向けガイ
ドライン」で検索︕


